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平成28年第４回白石町議会定例会会議録 

 

 会議月日  平成28年９月12日（第７日目） 

 場  所  白石町役場議場 

 開  会  午前９時30分 

 

１．出席議員は次のとおりである。        

     １番  川 﨑 一 平      10番  秀 島 和 善 

     ２番  前 田 弘次郎      11番  井 﨑 好 信 

     ３番  溝 口   誠      12番  大 串 弘 昭 

     ４番  大 串 武 次      13番  内 野 さよ子 

     ５番  吉 岡 英 允      14番  西 山 清 則 

     ６番  片 渕   彰      15番  岩 永 英 毅 

     ７番  草 場 祥 則      16番  溝 上 良 夫 

     ８番  片 渕 栄二郎      17番  久 原 房 義 

     ９番  久 原 久 男      18番  白 武   悟 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

    な  し 

 

３．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者は次のとおりである。 

   町    長  田 島 健 一    副  町  長  百 武 和 義 

   教  育  長  北 村 喜久次    総 務 課 長  本 山 隆 也 

   企画財政課長  井 﨑 直 樹    税 務 課 長  木 下 信 博 

   住 民 課 長  門 田 和 昭    保健福祉課長  大 串 靖 弘 

   長寿社会課長  矢 川 又 弘    生活環境課長  門 田 藤 信 

   水 道 課 長  喜 多 忠 則    下 水 道 課 長  堤   正 久 

   農業振興課長  鶴 﨑 俊 昭    産業創生課長  久 原 浩 文 

   農村整備課長  山 口 弘 法    建 設 課 長  荒 木 安 雄 

   会 計 管 理 者  小 池 武 敏    学校教育課長  松 尾 裕 哉 

   生涯学習課長  千 布 一 夫    農業委員会事務局長  西 山 里 美 

   代表監査委員  吉 村 秋 馬    収納対策専門監  川 﨑   直 

   主任指導主事  石 橋 佳 樹 

 

４．議会事務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  吉 岡 正 博 

   議 事 係 長  中 原 賢 一 

   議事係書記  峯   茂 子 
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５．会議録署名議員の指名 会議録署名議員に次の２人を指名した。 

     15番  岩 永 英 毅      16番  溝 上 良 夫 

 

６．本日の議事日程は次のとおりである。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 一般質問 

 

        13．井 﨑 好 信議員 

         １．白石玉葱ブランドの確立について 

         ２．有明海沿岸道路について 

 

        14．西 山 清 則議員 

         １．白石農業に活力を！ 

         ２．小中学校の再編を 

 

 日程第３ 議案第49号 平成27年度白石町一般会計歳入歳出決算の認定について 

            （総務部門の質疑のみ） 

 日程第４ 議案第57号 平成28年度白石町一般会計補正予算（第３号） 

            （総務部門の質疑のみ） 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

９時30分 開議 

 

○白武 悟議長 

 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 

日程第１ 

○白武 悟議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第119条の規定により、本日の会議録署名議員として、岩永英毅議員、溝

上良夫議員の両名を指名します。 

 

○門田和昭住民課長 

 訂正をお願いいたします。 

 先日、前の日の一般質問で国保の現状周知、取り組み、今後の重点事項についての

質問の際、取り組みについての答弁でジェネリック薬品の差額通知の数を1,043通と

申しましたが、333通の誤りでございました。申しわけありません。 

 

日程第２ 
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○白武 悟議長 

 これより一般質問を行います。 

 本日の通告者は２名です。 

 順次発言を許します。井﨑好信議員。 

 

○井﨑好信議員 

 皆さんおはようございます。 

 昨日は町内の分館対抗のソフトボールなり、あるいはまた私らの地域では台風の影

響で１週間おくれての風まつりということでございました。皆さん方、土日いろいろ

とお疲れのことだったかと思います。土日を挟みますと気が緩みがちでございますけ

れども、緊張感を持ってやらせていただきたいというふうに思います。 

 議長の許可をいただきましたので、私は大きく２点につきまして一般質問させてい

ただきたいというふうに思います。 

 まず初めに、白石のタマネギブランドの確立に向けてというふうなことでございま

す。 

 タマネギのべと病対策につきましては、私も６月の議会で取り上げましたけれども、

今回も４名の方が取り上げていらっしゃいます。重複する部分は除きまして、私なり

の視点なり、あるいは観点から質問させていただきたいというふうに思います。 

 タマネギの生産者の皆さん方は、昨年の二の場はしないぞというふうな強い気持ち、

思いで、苗床の準備なり、あるいは今から始まります播種作業に精を出されていくも

のだというふうに思っております。 

 まず１点目に、新聞あるいはテレビ等で報道もなされておりましたけれども、県の

ほうでべと病の対策に5,800万円程度の補正予算をつけられたというふうなことがご

ざいました。べと病対策として交付されるようでございますけれども、白石町として

白石農家に対する支援策はどのように考えていらっしゃるのかお尋ねをいたします。 

 

○鶴﨑俊昭農業振興課長 

 まず、町の支援策ということでございます。先ほど議員がおっしゃいましたように、

県のほうで約5,800万円のタマネギべと病緊急特別対策事業として補正をなされてお

ります。これは県が発表した事業内容ということでございますけども、５点、県が掲

げております。 

 １つが、発生生態の解明及び防除対策の確立、２番目、防除技術の早期実用化のた

めの現地立証試験、３番目、一斉防除のためのマンゼブ剤の共同購入費用に対する補

助、４番目、罹病株の償却費用に対する補助、５番目としまして農家の取り組みを促

すための啓発事業ということでございます。この中で白石町が絡みますといいますか、

県と一緒に行う支援策といたしまして、まだ見解のほうも町のほうも補正予算の審議

が後でございますので、一応表題だけということで御紹介をいたしたいと思いますが。 

 まず、県が絡みますものにつきましては、白石町罹病株抜き取りに関する焼却運搬

費補助、それからもう一つ県が絡むものとして一斉防除用薬剤購入補助金、この２つ

には県の補助がありまして、町もそれに絡んでまいります。それから、町独自といた



- 4 - 

しまして、今度の９月議会に補正をお願いしておりますタマネギべと病対策借入資金

利子補給補助金というものにつきまして、これは町単独でございます。 

 以上のように、県と歩調をとりながら町の支援策ということでやってまいりたいと

思っております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 今回５点を支援策として上げてるというようなことでございます。タマネギ生産者

の方も、こういった経済的な支援という、本当に助かる支援だろうというふうに思い

ます。 

 町の単独事業として、借り入れに対して0.1％というふうなことでございますけれ

ども、私はもう少し0.2％でもいいじゃないかというふうな思いをしておりますけれ

ども、これはお聞きするところによりますと、政府資金なり、あるいは公庫資金が

0.1％というふうなことから0.1％にというふうなことだったというふうな理解をして

おります。こういった一斉防除なり薬剤購入、予防を重点とした、防除体制というふ

うなことで、生産所の方も非常に助かる事業、支援かなと思っております。 

 それでは、２点目に移ますけれども、８月19日、福富のゆうあい館で県のべと病対

策緊急の研修大会があっておりまして、私も勉強のために参加をさせていただきまし

た。山口知事も来賓として見えられておりまして、知事も白石のタマネギのべと対策

に強い思入れを入れられておりました。その中でタマネギの花言葉は、不死という言

葉を紹介されました。タマネギは不死鳥のごとくよみがえって、今後いい結果を出た

ことで満足をしていかれたらと、いかなければならないというふうに思っております。 

 その中で栽培の平成28年度のべと病に至った要因なり、あるいはまた29年度に向け

た取り組みの紹介をされておったわけでございます。その中で優良事例として、２人

の方、白石町の方、そしてまた武雄市の方がリレー報告をされました。そのときに栽

培ポイントとして、土づくり、そして排水対策、そしてまたデッキの防除というよう

なこと、３点を挙げられておったかと思います。お二人とも土づくりが本当に重要だ

というふうなことを発表されておりました。今回町としても、今回の補正で土づくり

対策補助金として補正予算で100万円を計上されとったものを今回の補正で倍額の

200万円というふうな補正をされております。これが2,000トンというふうな供給だっ

たかと思いますけれども、町内の畜産農家あるいはＪＡの堆肥センター、2,000トン

というのは供給はできるだろうかというふうな疑問を持つわけでございます。 

 私はＪＡの白石地区の方とお話をする機会がございまして、到底そんな堆肥は足ら

ないというふうなことで、これは夏はというふうなことでございましたが、唐津地区

に畜産農家で余るというふうなことで白石地区にやってよかばいというふうな、そう

いうふうな話し合いができてるそうでございます。しかしながら、唐津地区となりま

すと運搬が１時間近くかかるわけでございまして、そういった運搬経費がかかるわけ

でございます。運搬経費、運搬コスト、その分を町でというわけにはいかんだろうか

というふうなところで今回の質問をしてるわけでございますけれども、その辺の御答

弁をお願いしたいというふうに思います。 
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○鶴﨑俊昭農業振興課長 

 議員がおっしゃいましたように、研修大会におきましては土づくりの重要性、特に

強調をされておったわけですが、町でやっております土づくり推進事業費補助金、こ

れにつきましては最初の目的、もちろんタマネギだけではなく、ほかの農産物全部合

わせてとにかく地力が落ちていると、土づくりが大事だということでこういう補助金

をつくったようなわけでございます。 

 まず、町内だけで今回補正の数量でございます2,000トン、まず無理ではなかろう

かということで、これにつきましてはＪＡのお話も伺いました。確かに今おっしゃっ

たように、唐津からの搬入ということもなされております。しかし、これにつきまし

ても、もうほぼ出たというふうな感触だということでございます。ＪＡとされまして

は、もう町外はもちろん県外まで目を向けなければならないというお話はされており

ます。 

 それから、唐津に限らず運搬費が発生するということで、それに対する補助ができ

ないかというお話でございますが、これもＪＡの方とお話をして、もちろん運搬費、

発生をいたします。ただ、これを農家に対する堆肥の小売価格に、今のところ添加と

いうか上乗せは考えていないということのお話をいただいております。ＪＡとしても、

言葉は適切かどうかはあれですけど、とにかく企業努力というようなことで何とか頑

張っていきたい、今土づくりに向かってこの機運ができていると、タマネギだけに限

らず、そういうことでＪＡ、町一体となって土づくり、この機に大いにできればなと

いう感覚を持っております。ＪＡの運搬費に対する補助というものにつきましては、

現在のところは考えていないところでございます。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 ＪＡのほうも、上乗せを町外からの遠隔地に対する、持ってくる堆肥としては上乗

せは考えていないというふうなことであれば、それはもうそれで結構だろうというふ

うに思います。この堆肥、本当は2,000トンというても、反４トンとしましても500ヘ

クタールなわけでございます。本来はもっとほかの園芸も含めて、本当は3,000トン

ぐらいの供給があると私は今後は思います。本当は、この町内に堆肥センターを１つ

ぐらい、3,000トンぐらいの供給ができる堆肥センターを、本来はこれだけの園芸、

露地作物を含めて園芸が盛んなところでございますので、堆肥センターをつくって供

給するのが本当だろうと思いますけれども、しかし町内には畜産農家の方も減ってお

ります。そしてまた、そういう原料がないというところで、それは無理かなというふ

うな思いもしております。 

 昨年の11月に産業建設常任委員会のほうで大分県の臼杵のほうの堆肥センターを視

察したわけでございますが、ここは年間2,000トンという堆肥、完熟堆肥でございま

すが、豚糞そして草木を入れた一次発酵、二次発酵までして、６回ぐらい切り返して

完熟堆肥を供給されております。そういうところで土づくりをやっていくのが本来だ

ろうと思いますけど、先ほど申しましたように、原料がないというふうなことで、遠
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くから余った堆肥をして供給を努めていくというふうなところになるかというふうに

思います。上乗せにならなければ私どももこの質問はしなくてもいいわけでございま

すので、その辺今後のＪＡとの話し合いの上で供給に努めていただきたいというふう

に思います。 

 あと、堆肥は散布するのが問題だろうかというふうに思います。大量の堆肥でござ

いますので、人力で、スコップでするわけにもいかないわけでございます。今畜産農

家の方が持っていらっしゃいますトラクターに牽引をして散布するというのは、マニ

アスプレッター、それを使った散布です。それと、これもＪＡ白石地区の方と話し合

う中で、今ブロードキャスターという、トラクターの後につける施肥機なり、あるい

は土塊材を散布する円形のブロードキャスターがあるわけでございますが、この大型

のほうがことしから攪拌をするような装置がついてるそうでございます。これも試験

的に唐津から持ってきた堆肥を使って散布試験をされたそうでございますが、うまく

堆肥が攪拌することによってうまくふれたというふうなことでございます。こういっ

た機械を導入しての散布が結構かと思いますけれども、今補正の中にも出てきており

ました栽培園芸農業者育成対策事業の中で露地、園芸の中のタマネギの収穫期なり、

あるいは定着期なり、そういったことが対象になっておりますけれども、この機種の

中に、先ほど質問しましたマニアスプレッター、トラクターの後へ引くスプレッター

とブロードキャスターを集落への単位で１台ずつでも導入をされて、そしてこういっ

た散布がスムーズにいくようなシステムをつくっていかなければならないと思うわけ

でございますので、２機種は栽培園芸農業者育成対策事業の中に、メニューの中に盛

り込むわけにいかないかというなところでお尋ねをします。 

 

○鶴﨑俊昭農業振興課長 

 まず、土づくりのための堆肥の散布での機械でございます。 

 議員がおっしゃったブロードキャスターにつきましては、質問の中にありました施

肥それから土塊材の散布というものが主な機能だと聞いております。これにつきまし

ては、栽培園芸農業者育成対策事業の対象機械としては対象外ということを県のほう

に確認をいたしました。それから、本来堆肥散布に用いますマニアスプレッターです

が、これは栽培園芸の対象になるということで、これにつきましては本来の堆肥散布

機でございます。それをもちまして、堆肥散布、土づくりができればというふうに考

えております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 マニアスプレッターにつきましては対象になるというふうなことで、ブロードキャ

スターは本来施肥機だというふうなことで対象にはならないだろうというふうな感触

でもございました。この辺、町長に伺いますけれども、先ほど堆肥、土づくりが大事

だというふうなことから今回堆肥の補助というふうなことでございますけれども、こ

ういった堆肥センターをつくるような、そういった今後お気持ちがあられるのか、あ

るいはまた2,000トンもの、今は2,000トン、ことし2,000トンですけれども、今後も
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っと需要が伸びてく状況にあるわけです。こういった補助としてどういうふうな考え

方をお持ちなのか、その辺を教えていただきたいと思います。 

 

○田島健一町長 

 議員から堆肥センターについての御質問をいただきましたけど、現在堆肥センター、

当地区においては農協さんが今やってらっしゃるというふうに認識をいたしておりま

す。これについても畜糞だけじゃなくて、いろんなものをまぜてつくってらっしゃる

というふうに伺ってるところでございます。今回のべと病にかかわらず、農産物、い

い園芸、作物をつくるためにはどうしても土づくり、その中には有機堆肥というのが

必要だというふうに思います。これを自分の町だけで生産するのがベターだというふ

うに思いますけども、材料というのが畜産農家の方からも糞尿が必要になるわけでご

ざいまして、その量がいかほどあるのか、現在の農協さんの堆肥センターが能力的に

どうなのか等々も踏まえながら、検討していく必要があるんじゃなかろうかというふ

うに思うところでございます。 

 いずれにしても、今後はこういった堆肥を使った農業に大きく変わっていく可能性

も強いと私は認識をいたしております。そういうことからして、いろんな面から検討

をする必要があるんじゃないか、その中においては町独自ということじゃなくて、農

協さんであるとか畜産の部会さんであるとか、いろんな方たちとの打ち合わせ、勉強

をしながら検討してまいりたいというふうに思うところでございます。 

 また、機械の補助という話もございました。これについては、栽培園芸という園芸

に特化したところでの機械となれば、先ほど課長が答弁いたしましたとおり、汎用機

械、米麦にも使えるというようなことになってしまうと栽培園芸の事業では使えない

というようなお話でございますんで、そこら辺についても制度といいますか、事業の

メニューがもっと緩和にできるかできないか等々については内部でも十分に検討し、

また県にもお願いをしていくとこについてはお願いをしていかないかんやろというふ

うに思うところでございます。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 それでは、栽培園芸農業者育成対策事業の中にマニアスプレッターはいいだろうと

いうふうなところで答弁をいただきましたので、ことしにでも早急にそういった導入

ができるように、そしてまた農家の皆様方にその辺の周知をお願いしたいというふう

に思います。 

 土づくりはすぐに効果は出ないわけでございます。数年先を見据えた、こういった

ことで取り組む必要があるというふうに思いますので、今後とも御支援のほどをよろ

しくお願いをしたいというふうに思います。 

 ３点目に、べと病の根絶に向けていろいろと対策が打ち出されております。徹底し

た防除などを考えるときに集団管理というふうなことが必要になってくるというふう

に思いますけれども、どのように考えていらっしゃるのかお尋ねいたします。 

 



- 8 - 

○鶴﨑俊昭農業振興課長 

 防除関係につきましては、とにかく一斉防除が重要だということです。先日も話し

ましたように、空気感染ということで自分の圃場は防除をいつもしてるけども周辺が

されてないということであれば、やはりそこに発病すれば自分のところも移る可能性

はあるというふうなことで、一斉防除の重要性につきましては、先月８月19日に行わ

れました緊急研修大会でもその辺の認識は示されておるところでございます。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 研修会でもそういったことが発表されたというふうなところでございますが、その

ときの申し合わせというか、ことしはこれだけは生産者で取り組んでくださいという

ふうなことがあったかというふうに思いますけれども、その辺をお知らせをいただき

たいと思います。 

 

○鶴﨑俊昭農業振興課長 

 緊急研修大会につきましては、佐賀県下全部のタマネギの関係者が一堂に会してと

いうことでございました。その中で大会決議ということで、４つの点が確認をされて

おります。 

 １つ目が、堆肥や土壌改良材の投入などにより地力の回復に努め、べと病に負けな

い土づくりを実践する。２番目、適切な弾丸暗渠や明渠を確実に実施するとともに、

丁寧な耕起や高畝栽培などによる排水対策を実践する。３番目、育苗床から本圃にわ

たり予防重点の薬剤防除に取り組むこととし、特に重点防除機においては継続的な薬

剤防除、これは７日間間隔ということですが、それを実践する。４番目、べと病の拡

大要因なる越年罹病株の抜き取りと適切な処分の徹底を実践するということが決議を

されております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 ４つの申し合わせがあったというふうなことだったかと思いますが、有機物のシェ

アなり、あるいは高畝の栽培による排水対策、そして３つ目が定植後の予防による散

布、薬剤の実践、７日間隔というふうなことでございます。そして４番目に、越年罹

病株の徹底した抜き取りというふうなことで、３番、４番なんかが集団管理を徹底し

なければならないというふうな思いをするわけでございます。 

 １つは参考に申し上げますけれども、のり養殖が私のずっと若いころから、佐賀県

あるいは漁協で、集団管理方式というふうなことで管理が今もなされて、そして日本

一を堅持しているところかというふうに思います。御存じのように、有明海は干満の

差があるわけでございまして、支柱を建てて、そして網をつり上げて乾湿をして、養

殖の方法でございます。乾湿をしなくて網を低くすればのりはぬぶうわけでございま

す。しかしながら、うまみはない、そしてまた病気にも弱いのりが育つわけでござい

まして、乾湿をすることによってのりのアミノ酸の含有量が多くなってうまみが出る
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というふうなところでございます。しかしながら、そういった抜け駆けをして引きつ

りをして、そしてそこから病気が発生すると、そういうようなところから、今はもう

いろんなペナルティーをかけて、今皆さんが一生懸命集団管理に努められております。 

 御存じのように、有明海はあぜがないわけで、あぜがないというふうなところから

そういった集団管理方式をとられておりますが、タマネギのべと病もあぜがあってな

いようなものだというふうに思います。先ほど課長の答弁にあったように、集団的に

管理をしていくと、越年罹病株も抜き取る人は抜き取って抜き取らない人は抜き取ら

ないという状況ではまたべと病が再発すると、また防除のほうも７日間隔というふう

な話もございましたが、なかなか難しい部分もございますけれどもなるべくその辺を

守っていただいて指定の薬剤を、そういった感覚で皆さんが的確にやっていただくこ

とがタマネギのべと病の根絶につながっていくというふうに思いますので、その辺を

一丸となってやっていくべきものだというふうに思います。 

 そういったことで、平成29年度におきましては白石町は県内でも有数の責任の産地

でございます。こういった生産者の意思の統一をして、そして白石タマネギのブラン

ド確立に向けて取り組んでいただきたいと思います。 

 タマネギの件はそういったことで終わりまして、次に有明海沿岸道路についてを伺

いをしていきたいというふうに思います。 

 この事業は、佐賀県が事業主体でございまして、本町は管轄外でございますけれど

も、答弁のほうよろしくお願いしたいと思います。 

 １点目に、６月22日の大雨による影響で、６月23日に芦刈の南のインターチェンジ

の下り線出口の盛り土が崩壊をいたしまして、市道へとおりる路面が陥没してはや

80日ぐらいたつかというふうに思います。いまだ全面の通行どめというふうなことで

ございます。復旧のめどが立っていないわけでございますが、白石町の福富区間に影

響はないのか、その辺をお尋ねしたいというふうに思います。 

 

○荒木安雄建設課長 

 議員が申し上げられましたように、平成28年６月23日午前０時ごろに佐賀福富道路

の芦刈南インターの下り車線出口付近で発生しました道路崩壊の経緯について答弁さ

せていただきます。 

 この崩壊の原因につきましては、去る８月31日に有明海沿岸道路（佐賀福富道路）

軟弱地盤対策工法技術検討委員会が開催され、その原因について、９月１日に新聞紙

上等で県から、地震と大雨が主たる原因と発表になりました。詳細に申し上げますと、

小城市芦刈町では４月14日の熊本地震で震度４、16日の地震で震度５弱を記録いたし

ました。これにより、５月10日に出口手前の道路で10ミリの目地の開きが発見されま

した。また、５月23日におり口で39ミリの沈下、段差が発見されております。さらに、

６月22日に１日の降雨量264ミリが記録される大雨が降り、この日の夜８時ごろには

段差、亀裂20センチメートルが発生し、翌23日午前０時ごろ道路の亀裂部分から雨水

が入り込み崩壊が発生しました。この盛り土崩壊については、被災から５回にわたり、

軟弱地盤対策工法技術検討委員会ワーキンググループにより現地調査や地盤調査をも

とに解析され、県有明海岸道路整備事務所がその結果を報告されました。 
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 その報告によりますと、熊本地震後、路面沈下や法面に亀裂が入りそこに大雨が流

れ込んだことで盛り土が緩み、セメントを柱状に固めた杭が変形し崩壊したと報告さ

れました。また、古い地図を調べた結果、崩壊現場の近くには過去に水路があったこ

ともわかり、もともと周辺の地盤が緩かったこともあわせて報告がなされております。

この対策工法については、有明海沿岸道路整備事務所から軽い盛り土の使用や盛り土

を支える杭を追加するなどの案が提示されました。しかしながら、これまで申し上げ

ましたことは主たる原因でありまして、まだはっきりとした原因は解明されておらず、

これからも軟弱地盤対策工法技術検討委員会の中で審議され、原因究明がなされるよ

うでございます。 

 続きまして、福富区間の影響について申し上げます。 

 白石町の福富区間の影響については、六角川から南の福富地区においては軟弱地盤

層が厚いことや土の強度が低いことから、軟弱地盤対策工法技術検討委員会からの意

見を聞き、試験盛り土を実施されております。また、県では今回の芦刈地区の被災要

因をしっかり調査して、福富の軟弱地盤対策に反映させることが重要だと考えられて

おられます。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 原因についても技術検討委員会のほうで、熊本地震、それからその後の大雨による

影響というふうなことでもございます。熊本地震は震度５弱というふうな、非常に強

い揺れがあったわけでございますが、その当時課長の答弁では亀裂が生じとったとい

うふうなことでもございます。亀裂があったときにすぐ対応がなされなかったのか、

その辺を対応しておけばこういった大惨事といいますか、大事故には至らなかったん

じゃないかなというふうに思うわけでございます。福富インターまで、平成30年の春

が完工予定でございますけれども、こういった事故が起きることによっておくれはし

ないかと、ここが道の駅も建設も並行して始められるというふうなことで、その辺の

おくれるようなことはないのか危惧をするわけでございます。その辺の原因がまだは

っきりしない中で心配するわけでございます。その辺は、おくれるというふうなこと

は考えられないですか。 

 

○荒木安雄建設課長 

 先ほど井﨑議員さんが被災したときに対処はどうしたのかという御質問がございま

したけれども、一応５月10日に10ミリの目地が開いたときには県では目地の開いた部

分に補修テープをなされていたようです。その後５月23日に39ミリの開き、また沈下

があったときには、降り口の道路東側に水路がございますけれども、水路のところに

一応杭を打ちまして、それに支えの鉄骨、支保工といいますけれども、支保工を水路

沿いに全部なされましたけれども、22日の余りの大雨の264ミリ降りましたのでそれ

に耐えられず、支保工をもろとも持ち上げて、隣の田んぼが２メートルほど隆起をし

たところでございます。一応そのように、県のほうでは対処をされていたと聞いてお

ります。 
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 それと、先ほど議員がおっしゃいました30年度までに完成はどうかという御質問で

ございますけれども、今回の芦刈南インターの道路崩壊が発生したことで福富インタ

ーまで30年度までに完成するかのことでございますけれども、今回の道路崩壊で工期

がおくれるというような話は県からまだあってはおりません。先ほど申し上げました

ように、現在軟弱地盤対策工法技術検討委員会で原因究明、工法検討をなされており

ますので、この結論が出されれば工事の実施及び工期も明らかにされるのではないか

と思っております。今の時点では、これ以上のことは申し上げられないところでござ

います。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 熊本地震後にすぐにそういった対応はされたというふうなことでございますけれど

も、しかし詰めが甘かったといいますか、想定外の事故が起きたわけでございまして、

その辺がちょっと甘かったかなというふうな感触を持つわけでございます。福富区間

の完工の遅延につきましても、そういったことを心配されないというふうなことでも

ございます。完工に向けて、福富道路についても建設を進めていただきたいと思いま

す。そこの事故も被災の時間が夜中の12時というふうなことだと聞いております。幸

い、人的被害もなかったようでもございます。そして、車両被害もなかったというふ

うなことで、それだけが幸いだったかというふうに思います。 

 次に、２点目に平成25年度から試験盛り土が福富地区であっております。その調査

結果と平成38年度に新たな試験盛り土が計画されておりますけれども、地盤改良等の

今後再検討の必要について県へ要請する考えはないのかというふうなことでお尋ねを

いたしたいと思います。資料を出していただいておりますので、説明を兼ねまして御

答弁のほうよろしくお願いいたします。 

 

○荒木安雄建設課長 

 平成25年度に実施されました福富地区の試験盛り土の概要は、盛り土高8.5メート

ル、上幅12メートル、下幅40.8メートルとなっております。地盤改良といたしまして

は、浅層混合処理、改良圧1.0メートル、深層混合処理直径1.2メートル、長さ13.4メ

ートル、改良率30％と報告を受けております。試験盛り土の結果といたしましては、

盛り土立ち上がり後６カ月の時点で盛り土中央部の残留沈下量は15センチメートルと、

設計許容値の10から30センチメートルを満足いたしております。また、用地境界付近

の水平、鉛直変位は最大５センチメートルであり、設計許容値プラス・マイナス５セ

ンチメートルを満足いたしております。しかしながら、盛り土完成後に法面にクラッ

クが確認されたことから、今年度再度４カ所で試験盛り土を実施されており、地元関

係機関に説明を行い、現在地盤改良工を行っている状況にあります。その結果に基づ

いて県へ要望を行っていきたいと思っております。 

 先ほどの資料説明、この図面を見ていただきたいと思います。 

 試験盛り土の概要は、先ほど申し上げましたように、上幅が12メートル、下幅が

40.8メートルで、盛り土量が１万6,000立方メートルとなっております。浅層改良が
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約4,100平米、浅層改良というのはなかなかわかりにくいと思いますけれども、盛り

土の下に厚さ１メートルの基礎をつくるということです。この基礎が一応セメントを

まぜるわけですけれども、試験盛り土のときには粉体のセメントをまぜて基礎をつく

っております。 

 それと次に、深層混合処理1,164本ですけれども、深層混合処理というのは普通ビ

ルとかをつくるときにはコンクリとパイルとを深く打ちますけれども、深層混合処理

というのは土の中で液体状のセメントをまぜまして、コンクリートの中で柱状に杭の

ようなものをつくるわけでございます。それで、右側の下にございますように、径が

1.2メートル、直径が1.2メートルです。それが杭と杭の芯幅が1.9メートル、この離

れがございます。これをチドリに打っていくわけでございます。そういうことで、杭

の長さが13.4メートルでございまして、これが試験盛り土のときには1,164本打たれ

ているということでございます。 

 それと、その下に示しておりますように、前回の25年度と28年度の比較を申し上げ

ますと、高さとか上幅、下幅はほとんど変わりませんけれども、浅層改良の高さが

25年度では１メートルでございましたけれども、28年度におきましては1.5メートル

の基礎の高さとなっております。それと、25年度では、先ほど申しましたように、粉

体の改良、セメントの粉体でございましたけれども、28年度ではスラリー改良といい

まして、液体のセメントをまぜて基礎をつくっておられることになります。それと、

あとは浅層混合のところはほとんど変わりません。 

 それから、下のほうに深層改良フロート1.8メートル、今回1.0メートルとあります

けれども、このフロートといいますのは下の支持層、ここにあります砂層とあります

けれども、そこまでの離れ1.0から1.8メートル、25年度では離れがこれくらいでした

けれども今回は１メートルとすると。これはどうしてかといいますと、沈下を見て砂

層に沈下したときに深層でもつということで空間を設けておられます。 

 それと、一番下に書いております盛り土施工速度、これは25年度では１日当たり

10センチから20センチメートル、積み上げていくのがそれくらいの速度でしたけれど

も、平成28年度では１日当たり10センチと、半分以下ぐらいで徐々に土を固めていく

というような工法をとられて、強度を増すように施工をされていることになっていま

す。 

 以上で説明を終わります。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 平成25年度に実施された試験盛り土では、地盤改良としては浅層改良あるいは深層

混合処理というふうなことであったわけでございますが、残留の沈下量は15センチと

いうふうなことで、許容値の10センチから13センチ以下というふうなことで満足して

るというふうなことがあったわけでございますが、そしてまた鉛直変位が最大５セン

チというふうなことで、これも許容範囲というふうなことだったかと思います。しか

しながら、６カ月後に完成後法面にもクラックが確認されたというふうなこと、これ

が問題かというふうに思いますけれども、地元関係者へ説明を行って今現在地盤改良
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を行ってるというふうな状況だったかと思います。 

 28年度、今年度は新たにまた25年度とは違う方法といいますか、一番浅層改良の中

で違ったのがセメントの粉体改良からです。今回スラリー改良、液体で改良している

というところかというふうに思います。盛り土の施工の速度も１日10センチから20セ

ンチ、25年度でしたものが28年度は10センチずつと、徐々に盛り土をしていくという

ふうなことだったかと思いますけれども、こういったことで試験盛り土というのは、

建設を済んでから一定の養生期間を持って試験結果を出されるものでもございます。

芦刈も試験盛り土はされて、そして本体工事に入られてああいった事故が発生してお

ります。事前に不測の事態を防ぐことがこの試験盛り土の目的でもあるかというふう

に思いますので、今回は特にそういったいろんな被害といいますか、クラック等は発

生がないような、十分な、これでもか、これでもかというような試験工法を用いて軟

弱地盤に対応していただきたいというふうに思います。 

 次に、３点目に、これが本題でもございますけれども、福富鹿島線の整備予定区間

は超軟弱地盤であるわけでございます。高架による建設工法も一つの選択肢として要

請をするべきじゃないかというふうに思いますけれども、これについてどういったお

考えなのかお願いいたします。 

 

○荒木安雄建設課長 

 まず、井﨑議員からの資料請求があっておりましたので、ボーリング調査の結果に

ついて御説明を申し上げます。 

 この図面をお開きください。 

 これはなかなか字が小さくて見えにくいと思いますけれども、色で見ながらごらん

いただきたいと思います。 

 この図面は、福富鹿島道路の起点であります福富インターから終点であります有明

竜王崎のインターチェンジまでの図面でございます。ここに示してあります層の上部

から申し上げますと、青色が有明粘土層で、貝殻片を含む軟弱な粘土層が10メートル

から25メートルになっております。薄い緑色の部分が蓮池下部層で、砂まじりの粘土

層が13メートルから15メートルの間に２メートルほどございます。 

 次に、緑色の部分が三田川層で、れきまじりの砂、砂れきの層が15メートルから

25メートルの間に３メートルから６メートルございます。濃いピンクは阿蘇４、阿蘇

３の火砕流堆積物で、軽石、小礎まじりの火山灰の層がそれぞれ20メートルから30メ

ートルの間に３メートルから18メートルと、35メートルから45メートルの間に２メー

トルから10メートルございます。 

 続きまして、薄いダイダイ色が中原層の上部と下部で粘土まじりの砂層、砂質の粘

土層と、れき質、砂れき、固結した粘土層がそれぞれ21メートルから35メートルの間

に３メートルから20メートルと、35メートルから53メートルの間に５メートルから

18メートルあります。薄いピンクは高木瀬層で、貝殻を含む粘土層が27メートルから

43メートルの間に５メートルから８メートルあります。 

 最後に、濃いダイダイ色が川副層で、只江川付近から終点の竜王崎までの区間に砂

質な小礎と固結した粘土層が28メートルから53メートルの間に８メートルから25メー
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トルございます。 

 このボーリング調査の結果について全体的に見ますと、沖積粘土層、いわゆる有明

粘土層の軟弱地盤が広く分布しているようでございます。また、支持層といたしまし

ては、起点の福富インターチェンジ付近では15メートルと36メートル前後に、只江川

付近では50メートル前後に、有明のえびす搦付近には36メートル前後にＮ値の比較的

高い砂質、砂れき層の支持層があるようでございます。 

 以上でボーリング調査の結果について説明を終わります。 

 それでは、議員がおっしゃいます高架による建設工法についても選択肢として要請

すべきではないかという御質問でございます。 

 さきにも答弁いたしましたとおり、県におかれましては福富鹿島道路は超軟弱地盤

地域と認識されており、軟弱地盤対策工法技術検討委員会からの意見を聞きながら盛

り土を実施されることと思います。その試験結果及び芦刈地区の被災要因等をあわせ

て精査しながら、盛り土工、高架工の選択を要望すべきではないかと思っております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 先ほど資料の説明をしていただきました。ボーリング調査の結果でございますけれ

ども、超軟弱地盤といっても過言じゃないというふうに思います。有明粘土層の軟弱

地盤が最大で26メーターというところじゃないかというふうに思います。久保田が大

体軟弱地盤が11.2メーター、芦刈が12.4メーター、福富が14.3メーターということで、

芦刈に比べましても福富区間でも２メーターの差があるわけでございます。その後、

白石地域になりますと只江川付近を中心に26メーターというふうなことで、福富より

も12メーターも差が、粘土層があるわけでございまして、豆腐の上に盛り土をするよ

うなものだというふうに思うわけでございます。だけど、答弁の中にも高架も要望し

ていかにゃならんだろうというふうな答弁でもございました。 

 町長が８月の下旬、期成会のほうでも国のほうに要望活動といいますか、提案活動

をなされてきたかというふうに思いますけれども、こういった軟弱地盤の中に盛り土

をするというのは、そりゃいろいろ土木の技術も発達しておりますけれども、なかな

か机上のようにはいかんだろうと。うちの試験盛り土もされますけれども、本体工事

に入りますと試験盛り土のような結果が出るのか、机上のような結果と予測しないよ

うな事態が起こることもあり得るというわけでもございます。町長はその辺の感触と

いいますか、そしてまた福富鹿島道路の着工も含めて、その辺の町長の御見解なり御

所見をお伺いをしたいというふうに思います。 

 

○田島健一町長 

 有明沿岸道路についての軟弱地盤ということについての所見をということでござい

ます。 

 もう皆さん御承知のとおり、ことしの５月に芦刈のほうで盛り土崩壊という事態を

生じたわけでございます。これまで有明沿岸道路につきましては、嘉瀬川南インター

から久保田までの区間を平成23年３月に供用開始をし、芦刈インターまでを25年３月
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に供用開始をされ、さらにことしの３月に芦刈南まで6.5キロを供用開始をされたわ

けでございますけれども、２カ月ちょっとの間で、先ほど言いましたように、芦刈南

インター出口付近で崩壊をしたと。これについては、先ほど議員もおっしゃられまし

たように、久保田のほうから芦刈までの軟弱層というのは十数メーター、13メーター

ぐらいだったというふうに伺ってるところでございます。そういったことから、深層

混合といいますか、改良をされてきたわけでございますけれども、ボーリング調査と

いうのは、先ほど課長が説明いたしました福富鹿島道路、これについても約10キロぐ

らいあるんですけれども、この間で二十数本のボーリングをしたということで400メ

ーターに１本ぐらいの割合でしかボーリング調査はしてないんです。もちろん、これ

までの芦刈までもそんなに密の濃いボーリングはされてない、通常こんなもんだとい

うふうに思うわけでございます。 

 しかしながら、地下の中の土質というのはなかなかわかりづらい、またその強度に

ついても地点地点によってまた違うわけでございまして、今回の滑った原因の一つと

していろんなことが要因として上げられているわけでございますけども、その中の一

つとして、昔ここら辺に水路があったんじゃないかというのも１つ上げられておりま

した。こういったもうわからないところいっぱいの中での道路建設というのは、いろ

んな専門家の人たちの意見を聞いて試行錯誤をやりながら、試行錯誤と申しますか、

試験盛り土等々を十分にやった上で工法検討をしていただくべきものだというふうに

思うわけでございます。 

 そういったことからして、先ほど議員からも言われましたように、只江川付近にお

いてはこれまでの13メーターの倍近い、二十数メーターあるということで、これまで

と同じような地盤改良でいいのかどうかというのも踏まえまして、先ほどの技術検討

委員会の中で十分に議論をしていただいて、そして盛り土工でいいのか、それともま

た別途違った地盤改良といいますか、やり方、さらには杭方式とか、いろんなことが

また検討されてくるんじゃなかろうかなというふうに思います。 

 日本の土木技術というのは、世界に誇れる、これまでいろんな実績を持ってらっし

ゃいます。そういったいろんな才能ある先生方においでて技術検討していただいてお

りますので、今後は芦刈で起こったようなことがないように願うところでございます。

私どもも外部からは、委員会であるとか県に対しては、先ほど課長が申し上げました

ように、いろいろ検討してくださいという具体的なことはなかなか言えないところが

ございまして、いろんなことで検討してくださいと要望するしかないんじゃないかな

というふうに思うところでございます。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 いろいろ今後は地盤改良等の専門的な方々での対策をとっていかれるだろうという

ようなことで、崩壊についてはなかなか前向きな答弁もいただかなかったわけでござ

いますが、私どもももう一つ、福富鹿島道路の着工の時期といいますか、そこまでお

聞きをしたいと思います。その辺の今回の提案活動の中でどのような感触を持ってお

られたのか。それと、課長には盛り土工法と高架方式の建設工法で、建設コストがど
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れくらいの違いがあるのかということをお答えいただきたいというふうに思います。 

 

○田島健一町長 

 国への要望活動はどうだったかというようなお話でございます。概算要求が８月い

っぱいで取りまとめられるということもあって、機を見ながらということで有明沿岸

道路と、あと唐津佐賀道路、２本について、知事ほか関係の首長さんたちと一緒に提

案活動をしてきたところでございます。有明海沿岸道路につきましては、もう直轄と

いいますか、大川佐賀道路についても国のほうで工事を着手されております。私ども

の県管理、県施工区間も進めておりますと、そういうことからして一日も早い供用開

始に向けた予算の獲得をお願いしたいということでございました。今回芦刈での災害

が発生したことについては、特段これについて云々というお話はなされませんでした

けれども、とにかく幹線道路、沿岸道路にしろ唐津佐賀道路にしても、幹線道路が佐

賀県の経済活性化浮揚に大きく寄与するということがございますので、一日も早い完

成に向けた予算の配分をお願いしたいというところでの要望活動でございました。 

 以上です。 

 

○荒木安雄建設課長 

 井﨑議員の高架工法とのコストについてのお尋ねでございます。この件につきまし

ては、有明海沿岸事務所のほうに問い合わせもいたしましたけれども、なかなか正式

な、はっきりしたことは申されませんでしたけれども、私がいろいろ調べたり感触を

受けたところでは、コスト的には盛り土工法より高架工法のほうが倍以上のコストが

かかると思っております。 

 以上です。 

 

○井﨑好信議員 

 建設コストとして倍以上かかるというなことでございます。倍以上かかってもこう

いった軟弱地盤でございますので、何か事故があってからは遅いわけでございます。

今後、町長のほうも高架利用のことも検討していかなければならないだろうというな

考えもお持ちのようでもございます。最終の10キロぐらいの区間でもございますので、

今後とも高架式工法も一つの選択として要請をしていっていただきたいというふうな

思いでもございます。 

 それでは、有明海沿岸道路の福富区間の平成30年度の予定どおりの完工と、そして

また福富鹿島道路の早期着工を田島町長の政治手腕に期待をしながら、一般質問を終

わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

 

○白武 悟議長 

 これで井﨑好信議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

10時36分 休憩 

10時55分 再開 
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○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 次の通告者の発言を許します。西山清則議員。 

 

○西山清則議員 

 議長の許可を得ましたので、今回一般質問のトリを務めさせていただきます。こと

しに入って、３月議会から一般質問のトリは文教厚生委員で締めておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 今回最後ということで13人の方が今まで一般質問をされましたけれども、一番最後

でございますので重複する点がかなりあると思いますので、その点よろしくお願いい

たします。答弁は、簡潔にまた的確にお願いいたします。 

 まず、大きく２点通告していますけど、まず１点目ですけれども、白石農業に活力

をということで通告しております。 

 ６月の議会でも言っておりましたが、その定例議会において、農村整備課長は底水

から流すには地域住民の理解、協力が必要である。町としても関係部長と連携をとり

ながら取り組んでいきたいと答弁されました。その後どのように取り組まれたのか伺

いたいと思います。 

 

○山口弘法農村整備課長 

 その後のどういうふうに取り組まれたかというふうな質問でございますけれども、

本年は非常に干ばつといいますか、水不足になりまして、ほとんどの水といいますか、

大量の水が嘉瀬川ダムからの通水になされたところでございます。その水を有効にと

いいますか、大事に使うためには、土地改良区の職員さんが一生懸命になって不足し

ないようにという努力をさせていただいておりますので、底水から流すというよりも

大事に使っていただいたというふうな状況でございます。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 今回は雨が少なかったわけですけれども、話し合い中はできたんじゃないかなと思

って。今回が特別な年だったと思いますけれども、今後そういった点、いろいろ出て

くると思いますけども、話し合いは持つべきじゃなかったのかなと思いますけども、

その辺いかがでしょうか。 

 

○山口弘法農村整備課長 

 雨季前に毎年用排水路対策の協議会を開催しております。その中でも雨の降る前は

当然早目の水を落としてくださいというふうなお願いもしております。ポケットがで

きるようにカマチよりも下まで下げてくださいというようなお願いをしておりますけ

れども、なかなか底水から開けるというふうになりますと、白石平野は平たん地では

ありますけれども高低差がないように思われるんですけれども、圃場整備等でおおむ

ね30センチ以上高低差があるところについては地元と協議をしてゲートは設置されて
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おります、町内で約400カ所ぐらいございますけれども。また、そのゲートは用水を

確保しつつ排水を行うためのゲートで、上部が稼働するスライドゲートを採用されて

おります。採用されてるというのはゲート管理者の作業負担の軽減を図られるという

目的でつくられておりますので、どうしても底水というよりもスライドゲートからの

排水にならざるを得ないのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 先ほど言いましたけど、ことしは７月中旬以降雨らしい雨が降っておらず、家庭の

野菜や大豆等にも影響を与えております。その間、気温は34度か35度前後でずっと推

移をしていたのじゃないかなと思っております。そのため、嘉瀬川のダムの水がなけ

れば本町の農業に大打撃を与えたと思っております。でも、ダムからのきれいな水が

白石平野の水路にどんどん落とされ、水路の水は例年なくきれいになっておりました。

そういうことで、場所によってはコイが泳いでるところを見ることもできました。ま

た、蚊も例年より少なかったんじゃないかなと思っております。このようなきれいな

水で農作物を生産するべきじゃないのかなと思っております。だから、底から今はた

まった水を流して、嘉瀬川のきれいな水を流して水路に落として、そして農作物を生

産するべきじゃないかなと思っております。その辺いかがでしょうか。 

 

○山口弘法農村整備課長 

 農産物の生産については、きれいな水でつくるというふうなことは農産物の生産力

の向上またイメージアップにつながることは認識しております。築後川下流白石平野

土地改良事業の完成により、町内10カ所の分水口より嘉瀬川ダムの水が放流されてお

ります。この事業は、農業用水の安定的な確保を目的として行われた事業ですけれど

も、脊振山系からの清らかな水が導水管を通って直接白石平野まで流れ込んできてお

ります。この水を汚すことなく農産物を生産していただければ、生産力の向上またイ

メージアップにつながっていけるというふうに思っております。 

 以上でございます。 

 

○西山清則議員 

 場所によっては底から流されているところもありますので、その辺をしっかり調査

していただきたいなと思っております。きれいな水が流れるようになれば、杵島山系

近くの水路には蛍が飛び交う光景が見えるかもわかりません。さらに、施設園芸を営

まれている農家に聞いてみますと、今までためてあった水路の水よりもなおきれいな

水を与えたほうが農作物にはよいと言われておりました。 

 今白石平野を見渡すと、大豆畑あるいは稲作の緑１色になっていますけれども、米

はもう夢しずくが少しずつ色づいていますし、ひのひかりも実をつけています。また、

さがびより、ひよくもちといくわけですけれども、米の収穫が終わると水が余り必要

なくなると思っております。よって、この時期に水路の水をそこから流して、そして

水路を昔みたいに土用干しをしたらどうでしょうか。それから、嘉瀬川のきれいな水
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を水路に流し込んではいかがでしょうか、伺います。 

 

○山口弘法農村整備課長 

 筑水の水ですけれども、これを流してきれいにしたらどうかというふうなことなん

ですけれども、今の状況を見てみますと処理されていないままの家庭雑俳水等が多く

流れ込むとこがございます。そういったところは、またすぐの状態に戻ってしまう状

況にございます。根本的な対策を講じなければならないなというふうには思っており

ます。例えば、汚れている場所場所の定期的な清掃だとか、それから汚水処理施設へ

の接続などでございます。議員がおっしゃるとおり、水路の水がきれいになることは

町民皆さんが思うところだと思っております。合併当時におきましても、本町におい

ては下水道の普及率も低く、処理されないままの家庭雑排水が水路に流れ込み、悪臭

を放つところが多くございました。このような状況を脱却するために、下水道事業が

進められてきた経緯もございます。早く接続をお願いして、せっかく嘉瀬川ダムから

の清らかな水が来ておりますので、汚さない工夫をしていかなければならないと思っ

ております。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 そういうことで、必要なことは必要なんですよね。だから、大雨予報とかがあった

ときにまずそこから流していただいて、土砂へ雨が降ったらまたたまってきますので、

まずそこからゲートを上げて流していただいて、そして水をためたらいいんじゃない

かなと思っております。そうすることによってきれいな水が巡回して、先ほど言いま

したように、蚊も少なくなってきますので、そういった方向でいろいろ話し合いをし

て検討していただきたいと思っておりますけど、その辺いかがでしょうか。 

 

○山口弘法農村整備課長 

 水路のゲートを底から開けるというふうになりますと、上下の水位の差がないとこ

ろにつきましては水は流れないと、差があるとこは一気に流れ込むというふうな状況

になろうかと思います。上流の方は水が空にならないように、また下流の方は満水に

ならないように注意する必要があると思います。多くの方が各ゲートに張りつき、作

業を行わなければならないような状況が発生してきます。そういうふうなことで、ほ

とんどのゲートにつきまして越水での管理というふうなことが現状でございます。 

 このことから、ゲートを底から開けて管理というのは、ゲートの管理をしていただ

いてる方については非常に作業の負担が大きくなってくるというふうなことで、今の

ところ非常に難しい状況にあろうかと思っております。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 しょっちゅうするわけじゃなくて、月に１回とか、あるいは２カ月に１回とか、そ

ういった感じでもいいんです。しょっちゅうしょうるのは組員の方が大変だと思いま



- 20 - 

すので、一度やればある程度の期間をもつんじゃないかなと思っております。そのま

まが越水だけでやりよったら結局泥土が堆積してまた浚渫せんといかんという状態に

なってしまうので、たまには底から上げて、水平が一緒にあっても１つ下から上げて

いけばずっと下がってきますので、段階的にやっていけばきれいに流れていくんやな

いかなと思っております。その辺を検討願いたいと思います。 

 それでは、２点目の、これも同じですけども、白石平野の水路をきれいに、土壌の

地力向上ということで、いろんな方がべと病のことでも言っておられましたけれども、

ことしのタマネギはべと病等で収量的にはもう大幅に減収しております。寒波や大雨

の影響もあったとは思いますけれども、気温に忠実に土づくりの重要性が新たに促さ

れたのではないでしょうか。土づくりにはタマネギ生産だけじゃありません。キャベ

ツ、レタス、大豆、米、麦全体に、全てに値すると思っております。だから、土壌の

地力向上が不可欠になってきていると思っております。深井戸のくみ上げを取りやめ

ただけではないでしょうけれども、地下の水位が上昇して田んぼの土壌が乾燥しにく

くなっております。よって、ある程度の水位まで地下水をくみ上げ、土壌をいい状態

にもっていく必要があると思っております。そうすることによって土を少し深く耕す

ことができ、土壌に酸素を送り込むことができます。稲わらをすき込み、堆肥を入れ、

耕していけば地力向上につながっていくものではないでしょうか。 

 農村整備課長は深井戸については議論していく必要がある、継続的に必要な調査を

行い検討会で議論を重ねていきたいと答弁されております。その後どうなってるのか

伺います。 

 

○山口弘法農村整備課長 

 深いところの地下水圧と地表近くの水位の因果関係について御説明いたします。 

 当然深井戸の圧につきましては、非常に圧がかかって自分で自噴してるというふう

な井戸も出ている状況でございます。ただ、それが表層の地下水と一緒じゃないかと

いうふうな懸念も大分出されておりますけれども、検討委員会の中につきましては、

先ほどの沿岸道路等の表を見ていただいたときにも20メートル近くの有明粘土層がご

ざいましたけれども、これを突き抜けて地下水が表層に上がってくるというふうなこ

とは非常に考えにくいというふうなことの、九州農政局の地質監の回答をいただいて

いるところでございます。 

 以上でございます。 

 

○西山清則議員 

 そしたら、調査はその程度で終わったわけでしょうか。 

 

○山口弘法農村整備課長 

 調査につきましては、データは多くとればとるほど正確な数字が出るというふうな

ことで、引き続き調査をしております。今町内で地表の水がどれくらいあるのかとい

うふうなことで、1.5メーターぐらいのタイプを見込みまして、町内の６カ所の地点

で水位の調査を引き続き行ってるとこでございます。 
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 以上です。 

 

○西山清則議員 

 稲刈りが終われば、農業の収益に大きく影響を及ぼすタマネギの植えつけが始まり

ます。土壌の寄せ合いでタマネギの生育も大きく変わってきます。地力向上に向けた

土壌管理が必要であります。そのためには、まず地下水の水位の管理を徹底すべきで

あります。それに、白石平野の水路の水は余りためないで蒲池までに水位を徹底させ

て、そして栄養分のある土壌、水はけのよい土壌をつくれば病気に負けない土壌がで

きるはずです。まず、嘉瀬川のダムのきれいな水は白石平野の水路にあれば白石の農

作物も潤ってくると思いますけども、その辺いかがでしょうか。 

 

○山口弘法農村整備課長 

 今議員さんの質問ですけれども、当然きれいな水を使うことによって、先ほども申

しましたけれども、生産力の向上またイメージアップに当然つながっていくものだと

思っております。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 白石平野の水路の管理は、カマチまでで徹底させることができるのか。水路によっ

ては防火用水も兼ねてるところと思いますけども、ある程度カマチまでとめて管理し

ていけばどっちともできるんじゃないかなと思っております。カマチまでの徹底をで

きるかどうか伺いたいと思います。 

 

○山口弘法農村整備課長 

 用排水調整会議の中で、水路の水位はカマチの手前よりも下げて管理していただく

ようにお願いをしているところでございます。有材暗渠といいますか、コルゲートの

排水が見えないような水位まで管理されている水路も見受けられます。こういった場

所では、排水口に汚泥が堆積いたしまして機能をしていないところもございます。ま

た、コルゲートの目詰まりの原因となるところも多く見受けられるとこでございます。

議員がおっしゃいましたように、このような状況では田面排出も悪くなりますし、乾

燥しにくい状況になろうかと思われます。町といたしましてもこのようなことがない

ように、蒲池の天端よりも低い水位で管理をお願いしているとこでございます。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 それでは、農業振興課長に伺いますけども、農作物は病気になればすぐに薬に頼り

ます。病気に負けない土壌づくりが必要ではないかなと思っております。薬も必要で

はありますけれども、薬ばかり使えば経費が多くかかります。よって、その点しっか

り考え土壌調査をお願いしたいと思います。 

 現在の農業は、昔と違って大型化でほとんど機械化されています。よって、土壌自
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体、機械の重量により、固く締めつけられた状態になっているのではないでしょうか。

なおさら、少し深く掘り起こして何回も何回も耕し、土壌に酸素を送り込んで元気な

土壌をつくるべきではないでしょうか。昔は手で植えていましたけども、そしてタマ

ネギが弱ったといいますか、１度弱った時点で、そして下の根が頑張ってタマネギが

頑張って、最初に植えた苗はほとんど役目はもう達成しましたので、新しい芽がまた

出てきます。その根が下の土壌に栄養分を探しながらはっていって、それが大きくな

っていきますので、そういった土壌づくりが必要になってくるのではないかなと思っ

ております。その辺いかがでしょうか。 

 

○山口弘法農村整備課長 

 先般来、特にタマネギのべと病関係についてですけども、土づくり、そして地力増

進ということは繰り返し言ってまいりました。圃場の排水が悪いと、確かに調査結果

でもべと病の発生率が高くなっております。今議員がおっしゃいましたように、大型

機械化による圃場の踏み固め、それによる排水不良ということが考えられるかと思い

ます。タマネギだけでなく農作物全般に言えることだと思いますけども、まずは圃場

の排水対策、それから根はりを促すための深耕、深く耕すということ、それから高畝

の形成、これはタマネギを含めた園芸作物だと思いますけども、こういうことで排水

対策というものが一番重要かと思っております。それで、堆肥、稲わら等のすき込み

による土づくりがますます重要になってこようかと思っております。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 土壌づくりが一番だと思っております。今機械が優秀な機械になっておりますので、

稲刈りの後でもすぐ畝を打ってタマネギを植えるという時代になっておりますけれど

も、１度乾燥した土を深く掘って、その後にまた打つ、そしてその繰り返しをするこ

とによって土壌が元気になってくるんじゃないかなと思っておりますので、その辺を

しっかり指導していただきたいなと思ってます。 

 それと、きれいな水で農産物を生産して、白石の農業が活気あふれるようにＪＡと

連携しながら指導していただくことを願いまして、次の項に移りたいと思います。 

 小学校の再編をということで２点目入りますけれども、小・中学校の統廃合のあり

方について教育長の考え方を問うということで、先日エム議員からも質問されていま

したけれども、合併して教育長がかわるたびに私らも聞いていますのでまた質問しま

すけれども、北村教育長が統廃合についてどのような考えを持っておられるのか伺い

たいと思います。 

 

○北村喜久次教育長 

 進む少子化の中で、学校の統廃合の問題については本町でも避けられない問題にな

ってきてると思います。本町のまち・ひと・しごと創生総合戦略と同時に策定されま

した町の人口ビジョンでは、本町の人口2040年には１万8400ちょっと、それから

2060年には１万5000という数が出されております。こういった中で、地域や保護者と
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連携を維持しながらこれまでどおりの教育水準を保つためにはどうしたらいいかとい

うことは重要な事柄になってると思います。 

 これまでこの会で統廃合をどうするかということにつきましては、複式学級が発生

したときを一つの契機としたいというようなお答えが合ってたんじゃないかなと理解

してます。複式学級というのは１学年の人数がずっと少なくなって、２つの学年で

16人が一つの基準です、２つの学年で。ただ、今後の見通しをお渡ししました白石町

の教育の４の73ページに起こしてますけど、これが平成34年までの分を掲げてますけ

ど、複式学級が発生するという事態までは落ち込まないです。ただ、その先はまだ精

査が必要なんですけどわかりません。でも、複式学級を待ってと、そこを一つの起点

にするのかということも考えなければならない時期じゃないかと思います。本議会で

も、いい意味での競争、子供のたくましさというなこともいただきました。統廃合に

ついては、いわゆる学校の規模というのが問題になってくると思いますけれども、学

校の規模の適正化を図るという意味で、もう皆さん方、既に十分御周知のことだと思

いますけど、義務教育の役割というのを再度確認させていただきたいと思います。 

 義務教育段階の学校は、大きく２つ目的があります。１つは児童・生徒の能力を伸

ばすということ、２つ目は社会的な自立の基礎あるいは国や社会の形成者としての基

本的資質を養う、この大きな２項目を目的としています。このため、学校では単に教

科等の知識や技能を習得させればよいというだけじゃなくて、子供たちが集団の中で

多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨することを通じて思考力や表現

力、判断力、問題解決能力等を育み、社会性や規範意識を身につけさせることが重要

になってきます。そのためには、一定の規模の児童・生徒集団が確保されてること、

あわせて経験年数、専門性、男女比、これらについてバランスのとれた教職員、先生

方の配置、これがあることが望ましいと考えられます。 

 御承知のように、文部科学省が示してます学校の適正規模の基準、これは小・中学

校とも12学級以上18学級ってなってます。12学級といいますと２クラスです、小学校

で。これはあくまでも基準でありまして、このとおりにしなきゃならないということ

ではありません。大いに弾力的な取り扱いにしてよいということになってますけども、

御承知のように、現状では本町の小学校、福富小学校除いてほとんど１学年１学級で

す。１年生から卒業するまでクラスがえがありません。ということは、人間関係がか

なり固定されてきます。集団の中での位置というのもある程度勝手に決め込んでしま

うといいますか、それぞれが、こういうことになってくると思うんです。もちろん、

そういう小さい学級が全てだめということじゃないと思います。小さいながらに本当

に一人一人に丁寧にかかわって、確実に一人一人を育成するということもできないこ

とはないんです。 

 西山議員さんから今後どうするかという、教育長としての見解をということでした

けれども、いろんな方法があると思います。例えば、現状のままでというのも一つの

選択肢かもわかりません。あるいは、３中学校ありますので、特に白石と有明の中学

校区は複数の小学校がありますのでそれを合わせる、あるいは思い切って１つ小学校

を中学ごとに１つにするというなことも考えられます。でも、そうすると、例えばス

クールバスが必要になってくる、子供の健康はどうだ、あるいは地元とのつながりは
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どうだと、いろんな課題が出てきます。そういう意味で、先般から答弁で申しており

ますけど、こういったことを教育委員会サイドあるいは町当局サイドだけで走らない

で、広く全町民の方に我が町の小・中学校をどうすべきかと、どうしたほうが子供た

ちのため、あるいは地域全体の活性化になるかということを、人任せじゃなくてしっ

かり当事者意識を持って考えてもらいたいという思いがあります。そういう意味で、

今コミュニティ・スクールを進めております、まだ地に着いたばかりですけど。自分

の子はもう卒業して学校に行ってないけどこういう身でも何とか協力できるようなこ

とはないのかといった考え、こういったことを非常に大切にしてもらいたいし、郷土

のいろんな祭、伝統芸能、そういったものは今まで以上に確実に継承していってもら

いたいという考えもありましょうし、そう意味でぜひ本年度このことの具体的な青写

真をつくるスタートの年として、ぜひ学校運営協議会等でも今後我が町、我が学校を

どうするかということをしっかり検討していただきたいと思います。もちろん、いろ

んな方の意見をまとめるのは大変ですけど、最終的には田島町長さんも一緒になられ

た総合教育会議というのもスタートしてますので、これは責任を持って決定していか

なければならない事項ですが、まずは他人事じゃなくて我が問題として幅広く考えて

いただきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 詳しく、いろいろ言われましたけど、公立小学校、中学校の統合方策についてが昭

和31年11月17日付で、それでまた学校統合の手引きが昭和32年及び公立小・中学校の

統合についてが昭和48年９月27日に出されております。そして、平成27年１月27日付

で公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引が文科省から出されてい

ます。先ほど教育長が言われたことがずっと載っておりました。そういうところで学

校規模の適正化が課題となる背景として、児童・生徒数の集団の中で多様な考えに触

れ、認め合い、協力し合い、切磋することを通じて一人の資質や能力を伸ばしていく

という学校の特質を踏まえ、小・中学校では一定の集団規模が確保されているのが望

ましいと考えられると言われているのが書かれてます。このことについて、教育長は

適正化に関する基本的な考え、教育的な観点から、今言われました学校、教育、義務

教育段階の学校はということでいろいろ言われております。 

 このことを踏まえて、白石町でも少人数学級あるいはＴＴ教育、学の向上は出てい

るものと思っております。底上げができているけれども、あとトップがどれだけ伸び

ているのかというのが疑問視されるところがあります。子供たちが少なくなって、多

いときは自然に身についたことが今できなくなってきてるんじゃないかなと思ってお

ります。そういうことによって、学校、家庭、地域が子供たちを育てようとコミュニ

ティ・スクールを始められたと私は思っております。教師の数も少なくなって、教師

としての切磋琢磨する環境がつくりにくくなっているとともに、指導技術の相互の伝

達がなされなくなってるのではないかなと思ってもいます。子供たちも今のままで競

争力、忍耐力が低下してると思っております。部活動も成り立たないところもありま

す。社会に出て対応できる能力を身につけさせるべきじゃないかなと思っております
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けども、こういうふうに少子化になっていけばもろもろな問題が出てくると思います。

だから、こういったことについていつまでこの状態を続けるのか伺いたいと思います。 

 

○北村喜久次教育長 

 いつまでこの状態を続けるのかという問いですけど、先ほど申しました小・中学校

の統合のことについて、その計画、目途というな捉え方でよろしいでしょうか。

（「はい」と呼ぶ者あり）今後統廃合の進め方をどうしていくかということですけど

も、具体的には何年から始めるというなことは今のとこございません。ただ、当然避

けては通れない問題ですので、例えば本年度から福富小・中学校には小・中連携教育

の研究もしていただいております。これは、福富小・中学校が即小・中連携をスター

トするんだということじゃなくて、小・中連携はどの学校でも必要なんです。どの学

校でも研究の成果を共有できるような形で進めていただいております。そういうこと

で、何年から具体的な小・中連携、あるいは何年からどことどこが統合というふうな

ことは今のところ全く白紙です。それは、今後、先ほど申しました学校運営協議会等

のいろんな議論を待って、その計画をここ二、三年にはある程度示せるというなこと

をしなきゃならないというふうには考えております。 

 

○西山清則議員 

 それでは、２点目の統廃合の検討とあわせて通学区域の変更はできないかというこ

とで、資料を出しております。青の分が中学校、基本的に６キロ以内の円です。中学

校はそれほどでもないんですけども、小学校になりますとこれだけになります。かな

り重なってる部分があると思います。お手元の資料を見ていただければわかると思い

ますけれども、目の前に学校があっているのに遠いところに通学している児童もいま

す。教育長は、この資料を見て通学の区域の変更を考えるべきじゃないかなと思って

おりますけど、どういった考えを持っておられるのか伺いたいと思います。 

 

○北村喜久次教育長 

 統廃合とあわせて小・中学校の通学区域の見直しをという御質問をいただきました。

今資料を提示していただいておりますけど、もう既に皆さん方御承知のように、すぐ

目の前に学校があるのに遠く迂回して通学をしなきゃならないというようなところが

複数ございます、現実。特に現在の通学区域については、通学区域審議会ということ

で平成17年１月に答申をしていただいてます。御承知のように、通学区域は単なる子

供たちの通学距離の利便性だけじゃなくて、学校の歴史、それから学校と地域のかか

わり合い、特に地域社会の発展の歴史的経緯、例えば地理的利便性では非常に問題が

あるけどうちの地区はずっとこの校区で一緒にやってきた、いろんな行事も、祭も、

そういった歴史的経緯があるわけです。公民館活動などもそうです。こういったこと

を十分考慮して現在の通学区になっていると思っています。通学区域につきましては、

これを定めなければならないという法的なものはございません。ただし、通学学校の

指定をしなきゃなりませんので、当然決めていかなきゃならないものですけども。 

 合併から11年経過をいたしました。先ほどから申しておりますように、子供たちの
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数も減少してきております。今後通学区域をどうするかにつきましては、先ほど申し

ました小・中学校の統廃合のあり方とあわせて、これはしっかり地域の意見、特に先

ほど申しました歴史的な経緯、ここが非常に重いと思います。これは近い、遠いを、

そういうレベルをはるかに超えるものだと思います。ずっと公民館活動をやってきた、

祭も一緒にやってきた、今さら離れられんというような考えです。ここが多分非常に

強いと思いますので、十分な審議、議論等が必要になるのではないかと考えておると

ころです。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 公民館行事とかいろんな地域の行事は、別に統廃合してもできるのはできるんです。

子供たちが少なくなっている、だから全体でみんな盛り上げたらいいわけですので、

地域の行事は地域でやっておられますので地域の行事は成り立つものだと私は思って

おります。 

 まず、そしたら町長に伺います。 

 この資料を見ていただいて、重なっているかなりあると思います。この辺なんか特

にです。１つ学校があれば３つは学校がいけるとか、そういう感じが出ると思います

けども、町長の考えを伺いたいと思います。 

 

○田島健一町長 

 今回議員のほうからもお示しをいただいてるようでございますけども、８小学校の

４キロ範囲ということでのお示しがございます。この中に現在の通学の区域というの

が入っておりませんので、何とも言いがたいところもあるわけでございますけども、

私この図だけ見せていただいて思うのは、白石の中で特に六角小学校、白石小学校、

北明小学校、この３校においては重複するエリアが多いということで、単独の面積、

白石小学校しか行けない、北明小学校しか行けない、六角小学校しか行けないという

のが小さいかなという思いがいたしております。しかしながら、先ほど言いましたよ

うに、これは現在の通学範囲がどうなってるのかというのがこれに合わせわざで入っ

てこないとちょっと言いがたいところもあるわけでございますけども、これを見て性

急に統廃合云々というのは言いがたいかなというふうに思います。先ほど来、教育長

さんも答弁していただいてるように、議論は根っこのところからと申しますか、実際

の小学校区の中でコミュニティ・スクールをやっていただいておりますので、学校、

地域含めたところでの中での議論を十分にしていただければというふうに思うところ

でございます。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 全国でうちの人口と近い人口、２万5,000前後の規模の自治体の小・中学校の数を

調べてみましたところ、全国で32市町がありました。一番多い学校数で小学校17校と

いうところがありまして、それで中学校が７校、一番少ない学校数では小学校が３校、
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中学校が１校です。多いところはほとんど島を抱えているところが多くて、だからも

う数が多いわけですけれども、一番少ないところは人口が２万4,479人です。これは

27年５月１日現在でありますので多少変わっているかもわかりませんけども、岐阜県

の羽島郡の岐南町でございます。ここが３校で、中学校１校、小学校３校で。こうい

ったふうにある程度の規模で学校が運営されていますので、その辺は検討に値する価

値があると思います。私はもう10年ぐらい前からずっと言ってきておりますが、まだ

今から検討する時期だといつも教育長は言いますけれども、時期が遅いと私は思って

おります。 

 先週、ある議員から言われてました部活動に関しても、有明でも今部活100％参加

という制度になっておりますけども、全部中学校の部活に入ってはいなくて五、六名、

社会教育のほうに入っている生徒を見ます。でも、それも一応部活に入っとるという

基準でやってるということです。柔道とかあるいは硬式野球とか、そういった面に入

ってる子がいるということを聞いております。だから、部活が成り立たないんです。

それで、以前は我々１年で入ったときには２年、３年が多くいましたので、レギュラ

ーになるにもかなり努力してならんとなれなかったわけです。今だったら、１年生で

入ったらすぐレギュラーで、もう縦の関係もなく努力もなしに忍耐力も欠けて部活に

入っとるわけです。だから、そういった努力が必要であるためには多くの生徒が必要

であって、切磋琢磨せんと上には行けないよ、それによって社会に出たときに対応で

きるんじゃないかなと思っておりますけど、その辺いかがでしょうか。 

 

○北村喜久次教育長 

 統合に係る部活動の問題の御質問をいただきました。確かに、西山議員さんがおっ

しゃるような面はあるかと思います。ただ、部活動が学校教育の一環として進めてお

りますので、強制ではないんです。これは基本的には子供たちの自主的な活動ですの

で、それをいかに教職員がサポートしていくかという類いのものです。強制ではあり

ませんが、先ほども議員さんが申されたように、人間関係あるいは社会性あるいは耐

性、こういったものはほかの教育課程ではなかなか身につけない部分が身につくもの

です。運営についてもずっと御質問等をいただいてますけど、統廃合の問題とあわせ

てしっかり前向きに、先ほど遅いんじゃないかと、もう少し早う考えなさいという叱

咤激励もいただきましたので、今後いろいろ御意見をいただきながら進めてまいりた

いと思います。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 それでは、３点目の町内小・中学校の土曜開校の日を統一できないかということで

ございますけれども、町内には８小学校、３中学校ありますけれども、土曜開校はま

ちまちであります。学校によっていろんな行事に対しての年間何時間というのが、決

まり事がありますので違ってくると思いますけれども、いろんなイベントをするとき

に土日にほとんどイベントがあるというわけですけども、土曜日にしたくてもほかの

学校が授業がありますのでできないとか、そういったのが多々あります。佐賀市とか
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伊万里は今全部統一して学校登校日が決まってると思うんですけども、白石町もそう

いった面で登校日を一定するべきじゃないかなと思っておりますけど、その辺いかが

でしょうか。 

 

○石橋佳樹主任指導主事 

 今御質問の点については、私のほうから答弁させていただきます。 

 本町では平成24年度から段階的に土曜日等を活用した教育活動に取り組んでおりま

す。さらに、平成26年度からは本格的な実施ということで、年間10回前後の土曜日等

を活用した教育活動を展開してます。午前中実施分を１回と捉えて、終日実施した場

合は２回分と捉えて、各学校の実情に応じて設定してくださいというふうにお願いを

しているわけですが、具体的な実施状況の一例として、例えば夏休みの始めの期間と

終わりの数日間をサマースクールというふうな呼び名で、例えば学習日ということで

設定をしたり、このときは地域の方々のお手伝いをいただいたり中学生のお手伝いを

いただいたりしている学校もございます。また、学習発表会であったり文化祭であっ

たり、あるいは保護者の方のお力をかりる親子ふれあい活動等を開講日にしたりして

いる学校が多い状況です。その状況をひもといてみますと、学校の実情、地域の実情

というのが反映されているという事実が現状のところございまして、今言われたよう

な、全町的に開校日を統一するというふうなことは、一足飛びに、すぐに実施に移る

ということは難しい状況にあるのではないかなと感じております。 

 実施概要の中で、土曜日等を活用した教育活動とは児童・生徒の代休日を設けずに

土曜日、日曜日長期休業を活用して、教育課程内の学校教育活動を行うというふうに

しておりますが、私どもはこの文章を読みかえると、各地域の休日の保護者や地域の

方の力をかりて学校教育活動を行うというふうにも読み取っております。全町で一斉

にというのは、それぞれの伝統もあり、それぞれの地域や学校の意図もあり、今現状

では非常に難しいところがありますので、ここについても先ほどから御質問いただい

ている統廃合の部分とか部活動の合同化という部分等の課題とあわせて、コミュニテ

ィ・スクールの場、学校運営協議会委員の方の意見とかをまず膝を突き合わせて話し

合う必要があるのかなと思ってます。少しこの点については、各校区で地域の方がそ

れぞれどういうふうな思いを抱えていらっしゃるのかという御意見も吸い上げながら、

慎重に進めていかなくてはいけないなと思っております。こちらの意図も伝えなくて

はいけないですし、地域の意見も吸い上げながら、100％ということにはいかないと

思いますが、このあたりは歩み寄りとか折衷案が必要だと思いますので、そういった

ところも大切にしながら議論を十分にこれからしていきたいなと考えております。 

 以上です。 

 

○西山清則議員 

 年間同じような行事というか、スケジュールを組まれると思います、各学校。校長

会等でも話し合いをしながら、統一できるものは統一していただきたいなと思ってお

ります。学校の行事は学校単位で行事は別に構わないと思いますけれども、ただ統一

できれば一番ベストな状態になっているのかなと思いますので、よろしくお願いした
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いと思います。それと、教育長には統廃合については早急に手だてを打っていただき

たいと願いまして、私の一般質問を終わります。 

 

○白武 悟議長 

 これで西山清則議員の一般質問を終わります。 

 暫時休憩します。 

11時54分 休憩 

13時15分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 議事進行について申し上げます。 

 午後は総務部門の議案を審議します。 

 本日は質疑のみにとどめ、最終日に討論、採決を行います。 

 

日程第３ 

○白武 悟議長 

 日程第３、議案第49号「平成27年度白石町一般会計歳入歳出決算の認定について」

の総務部門を議題とします。 

 これより質疑に入ります。 

 なお、質疑の際は、決算書の何ページ、決算説明報告書の何ページとはっきりお示

しください。 

 まず初めに、ページ１ページの決算書から41ページの歳入合計までの総務部門につ

いて質疑ありませんか。 

 

○片渕栄二郎議員 

 決算書１ページ、１款の町税の固定資産税についてお尋ねをいたします。 

 全体の収入未済額に対して固定資産税の占める割合が非常に多いわけですので、こ

れはどういったことでしょうか。 

 

○木下信博税務課長 

 町税の中の固定資産税の未収入の割合が町税の中でも一番多いその理由はというこ

とでございます。 

 まず、町税の中の町民税でございますけど、町民税の未済額は全体で1,482万

2,323円ということとなってますけど、町民税につきましては徴収方法というのが２

つございまして、１つは６月にかける集合徴収での普通徴収といいますけど、納付書

で納めていただくとか口座振替で納めていただくやつ、それともう一つ、お勤めにな

られている方は特別徴収といいまして、給与から天引きをして納める方法を特別徴収

ということでございます。どうしても町民税のほうは、特別徴収は、これはもうほぼ

100％徴収できるものでありまして、未収入額はほかの税収と比較しますと少ないわ

けでございますけど、固定資産税は土地、家屋、償却資産にかける税でございますけ
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ど、土地の所在に対する課税でございますので、当然町外の方とか、もう既に死亡さ

れているにもかかわらず相続人の方で納めていただく方とかがいらっしゃいまして、

ほかの税と比較しますと徴収率のほうが若干ほかの税より落ちるという関係で、どう

しても未収入額のほうがほかの税より多いといった傾向になっているところです。 

 

○片渕栄二郎議員 

 参考までにですけれども、前年度というか26年度なり、あるいは25年度の決算書を

開いてみますと、さっき言われたように、固定資産税の未済額が非常に多かったわけ

でございます。そういったことで、先ほど課長が答弁をされたように、普通徴収と特

別徴収の違いがあるというようなことで、25年度も26年度もそのように受けとめとっ

ていいわけですか。 

 

○木下信博税務課長 

 内容説明書のほうの14ページをお開きいただきたいと思いますけど、ここの２の事

業実績というのがございまして、①のほうから現年度課税分で②のほうが滞納繰越分

ということで、前からの分の積み残しといいますか、未収入額も重なって現年度分と

合わせて繰り越していくということで、滞納繰越分の収納状況を見ていただきますと

未収入額が毎年少しずつは減っているということがおわかりかと思います。26年度が

未収入額が2,506万6,450円に対しまして27年度が2,400万21円ということで、約100万

円ほどの減額にはなっております。ただ、また上のほうの現年課税分のところが27年

度分が1,095万273円ございますけど、これがまた28年度に合わさって滞納繰り越しと

いうことになってまいります。私たちとしましても、滞納繰越分もさることながら、

特に現年度分、この徴収をもっと力を入れていかなければ滞納繰り越しが減っていか

ないかなということで、収納のほうもさらなる力を入れていきたいと考えております

けど。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○秀島和善議員 

 平成27年度の一般会計歳入歳出決算書の１ページです。 

 税務課長にお尋ねしますけれども、不納欠損額が町税ということで掲載してありま

すけれども、きょう27年度町税不納欠損の事由別内訳表というものを出していただき

ました。一覧表に該当する27年度の不納欠損額はどのようになってるのでしょうか。 

 

○川﨑 直収納対策専門監 

 不納欠損額の本年度の割合ということでございます。本日お配りしました平成27年

度町税不納欠損事由別内訳表、これに基づきまして説明をさせていただきたいと思い

ます。 

 平成27年度の不納欠損額は、国民健康保険税を含めて480万5,816円となっておりま
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す。個別に申し上げますと、個人住民税36万4,460円、固定資産税146万5,889円、国

民健康保険税293万1,467円、軽自動車税４万4,000円となっております。不納欠損に

つきましては、地方税法の規定により適切に行うこととなっております。 

 まず、地方税法第18条では、毎年財産調査等を行いましても差し押さえる財産がな

い場合、また生活状況から生活困窮と判断した場合や納税義務者が死亡し相続等がで

きない場合に、法定の期限後５年を経過した場合、消滅時効として不納欠損いたしま

す。 

 次に、地方税法第15条の７第１項で、滞納処分をすることができる財産がない場合、

滞納処分をすることによってその生活を著しく緊迫させるおそれがあるとき、滞納者

の住所及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるときの理由により滞

納処分の執行停止を行い、同条第４項でその状況が３年間継続した場合、不納欠損と

して処理いたします。なお、停止期間中も調査を行いますが、財産を発見した場合、

執行停止を解除しその財産を差し押さえることになります。 

 また、15条の７第５項では、執行停止後徴収することができないことが明らかな場

合は即時消滅として不納欠損の処理を行います。 

 それでは、内容の説明をさせていただきます。 

 これも国民健康保険税を含めて、地方税法第18条による消滅時効が297万9,677円、

地方税法第15条の７第４項の執行停止後３年経過での欠損が104万2,960円、次に地方

税法第15条の７第５項の執行停止後の即時消滅が78万3,179円となっています。この

中で18条第１項による消滅時効の区分ごとでは、無財産が22件で102万689円、生活困

窮と判断したものが16件で17万8,126円、負債によるものが２件で7,000円、解散の営

業実体のない法人が３件で７万6,600円、死亡者が48件で144万8,133円、その他が

14件で24万9,126円、次に執行停止後15条の７第４項の執行停止によるものにつきま

して、第１号財産がないときに該当が２件で１万3,867円、第２号生活困窮に該当が

20件で102万9,093円、最後に15条の７第５項による執行停止後の即時消滅による不納

欠損が23件で78万3,175円となっております。 

 以上です。 

 

○木下信博税務課長 

 ただいま秀島議員からの現年度分のほうでの不納欠損ということだったと思います

けど、決算書の７ページをごらんいただきたいと思います。 

 ７ページの一番下のほうの付近ですけど、固定資産税の真ん中付近の現年課税分の、

その後４列目、11万7,000円というのが上がっているかと思います。これが不納欠損

額でございまして、この理由でございますけど一応３件あります。相続放棄によるも

のが２件です。それと、法人解散によるものが１件で、この欠損理由につきましては

地方税法第15条の７の第５項即時消滅の該当に該当いたしますので、この規定を準じ

まして欠損処理を行ったものでございます。 

 以上です。 

 

○秀島和善議員 
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 収納専門監にお尋ねしますけれども、先ほど細かく、わかりやすく内訳表、説明い

ただきましたけれども、お尋ねしたい点は生活困窮という方たちが毎年不納欠損の中

で払われにくるんですけれども、この方たちの生活保護とか、また子供さんたちがい

る場合の準要保護の請求など、そのような点は専門監のほうから横のつながりで対応

できてるんでしょうか。 

 

○川﨑 直収納対策専門監 

 生活困窮で準要保護とか生活保護の横の連絡はできてるかということでございます

けれども、生活保護につきましては担当課のほうよりこういうことで生活保護に該当

されましたという通知がありまして、それに基づいて生活困窮とみなしての執行停止

等の処理をさせていただいております。 

 次に、準要保護とかのことでございますけれども、準要保護につきましては連絡は

ございませんけれども、財産調査等によりまして税務課のほうで生活困窮と判断した

場合は執行停止等の処理をさせていただいております。 

 以上です。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑はないようですので、歳出に入ります。 

 ページ数42ページの議会から48ページの財政管理費の前、文書管理費まで質疑あり

ませんか。 

 

○内野さよ子議員 

 決算書のページ45ページですけれども、報償費というところにメンタルケア相談員

謝金とあります。法的にも必ず職場にはこういう方の相談員を設置するというなこと

があると思いますが、職員の皆さんのメンタルケア相談なのかなと思いますが、具体

的に何人ぐらいいらっしゃってどんな傾向なのかということをお願いします。 

 

○本山隆也総務課長 

 メンタルケアの相談につきましては、年間五、六回、２カ月に１回ほどやっておる

ところです。専門の先生をお呼びいたしまして、必要に応じて職員の相談を受けてい

ただいているところであります。メンタル面で悩んでいたり相談したり、職員がした

場合にこちらのほうから勧めておりますけれども、10名も幾らもいるわけではござい

ませんけれども数名の者について相談を進めているとこで、また相談がない場合でも

管理監督者、係長、それから課長補佐、専門監、課長についてすすんでそこに行って、

自分の困っていることとか現状あたりを相談してはどうかというふうな勧め方もして

いるとこであります。 

 以上であります。 
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○内野さよ子議員 

 課長のお話だと、課長さんも上司の方たちも一緒になって勧めたりとか、そういう

なことをされているということですね。個人が悩むのではなくて、まずは上司に相談

をしたりという、そういう雰囲気づくりができているということと受けとめておいて

いいですか。 

 

○本山隆也総務課長 

 職場の中でもコミュニケーションというところで一般質問もございましたけれども、

メンタルケアとなりますと自分もなかなか一歩が踏み出しにくい、相談しにくい面も

ありますので、係長、課長の話を職員係が、総務課が受けながら、改めて元気してま

すかというところで総務課のほうから声もかけたりするところもあるところでござい

ます。 

 以上であります。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○秀島和善議員 

 内野議員の先ほどの45ページのメンタルケア相談員謝金というところに関連してで

すけれども、まず総務課長にお尋ねしますけれども、相談などを通して現在休職中及

び職場の勤務時間を排除するという形で治療に当たってる職員がいるのかどうか、第

１点にお尋ねします。 

 ２点目に、ページ数46ページです。 

 46ページ開いていただいて、19節になります。負担金補助及び交付金のところです

けれども、ここのところに備考欄として公平委員会事務委託負担金ということで１万

3,500円の計上がありますけども、公平委員会というものはどういう活動をする組織

なのか、またこの積算の根拠をお尋ねしたいと思います。 

 ３番目です。ページ数47ページです。 

 47ページの同じく19の負担金のところですけれども、備考欄に佐賀県部落史人権啓

発教材調査研究委託事務負担金ということで18万3,600円、その下に佐賀県部落解放

推進協議会負担金として５万2,000円ということで計上してありますけれども、この

組織の構成と積算根拠をお尋ねしたいと思います。 

 ４番目に同じ備考欄の下のほうに、人間ドック助成ということで38万4,000円計上

してありますけれども、人間ドックの結果、職員の健康状態はどのように把握されて

いるのかお尋ねしたいと思います。 

 

○本山隆也総務課長 

 初めに、メンタルケアの件でございます。 

 現在メンタル面についても職員係のほうで丁寧に職員に当たってるところでござい

ますけれども、現在休職中だろうということには至っておりません。ただ、治療と申
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しますか、相談事一体は受けてあるようではございます。 

 続きまして、公平委員会事務委託の負担金の１万3,500円でございますけれども、

市町と申しますか、白石町は公平委員会持っておりませんので、県のほうに委託して

職員の意見と申しますか、それにつきまして相談をする組織への負担でございます。 

 続きまして、佐賀県部落史人権啓発教材調査研究委託の事業の負担金でございます。 

 18万3,600円でございます。これにつきましては、人口割と均等割がございます。

人口割で80％、均等割で20％の16万200円と均等割の２万3,400円をもちまして、県の

人権同和の対策課のほうが取りまとめておりますので、県のほうへの負担金でござい

ます。 

 続きまして、その下の47ページの佐賀県部落解放の推進協議会の負担金、これも一

般社団法人の県の部落解放推進協議会の負担金でございまして、同じく人口割80％の

４万5,000円相当、それから均等割20％の6,600円ということで、５万2,000円の負担

金を支払っているところでございます。 

 また、人間ドックにつきましても、職員が全員総務課のほうで行いまして、健診結

果につきましては保健福祉課のほうで取りまとめまして職員の健康には努めていると

ころでございます。 

 以上であります。 

 

○秀島和善議員 

 ページ数48ページです。 

 全く私がわからない点ですので、丁寧に説明をお願いできればありがたいですけれ

ども、まず３目の財政管理費の14節になります。使用料及び賃借料ということで、備

考欄にコリンズ・テクリスｗｅｂ版検索システム使用料２万1,600円ありますけれど

も、これはどういう内容なのかということと、同じく備考欄の下のほうにＯＣＲ装置

保守委託料35万5,104円と、このＯＣＲ装置というのはどういうものなのか教えてい

ただきたいと思います。 

 

○白武 悟議長 

 秀島議員に申し上げます。 

 この項につきましては、次の、現在は48ページの財産管理費の前の文書管理費まで

でお願いいたします。 

 

○秀島和善議員 

 はい、わかりました。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑。 

 

○草場祥則議員 

 済みません、決算書の45ページです。 
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 町長公債費、年間９万1,000円、この基準といいますか、今からトップセールスと

いうことでえらい少ないかなというようなことで、これはどれから出とるもんですか。

冠婚葬祭だけを挙げてるわけですか。 

 

○本山隆也総務課長 

 町長のトップセールスと理解してよろしいでしょうか。町長の公債費につきまして

は、先ほど議員もおっしゃられたとおり、冠婚葬祭費等が主になってまいります。９

万1,000円ということで、亡くなられた町の方々、叙勲者とか特別功労の方等への香

典等なんですけれども、トップセールスについては特別旅費ということで、ここの

83万6,576円、この中に先ほど申された町長の白石町売り込みのための旅費というこ

とで、年間何回となく東京を中心としたところに出張の中に、この中に含まれている

ところでございます。 

 以上であります。 

 

○草場祥則議員 

 それは旅費とか、そういうふうな計算で出されよんですね。例えば、そこに行こう

言うて町長がある人に土産を自分での気持ちで持ってくとか、そういうな、ある程度

しゃくし定規なことやなくて、私も商売から考えたらそこら辺の人と人とのつながり

が今後も重要になってくるんじゃないかと思いますけど、そこら辺はある程度見てや

っていいんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょうかな。 

 

○本山隆也総務課長 

 議員がおっしゃるとおりであります。そういうところで透明性等のところもござい

ますので、町長公債費からの支出ということはございませんけれども、町のＰＲとい

うことで産業創生課そこのございます特産物のＰＲ推進協議会とも協力しながら、協

力をいただいてＰＲに努めているところでございます。 

 以上であります。 

 

○西山清則議員 

 決算書の46ページの14節使用料及び賃借料ですけども、以前も聞いたかもわかりま

せんけど、もう一度お願いします。 

 宿舎借上料は、どこで、どういう方に使われているのか伺いたいと思います。 

 

○本山隆也総務課長 

 決算書46ページ、14使用料及び賃借料の一番下の段、宿舎借上料の152万4,540円で

あります。これは、首都圏本部のほうに執行しております職員１名の、東京練馬区だ

ったと思いますけどもそこに職員派遣しておりますので、そのアパート代でございま

す。 

 以上であります。 
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○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がないようですので、次にページ数48ページの財産管理費から60ページの徴税

費の前の諸費まで、ただし52ページから56ページの地域づくり推進費は文教厚生関係

及び産業建設関係を除きます。 

 質疑ありませんか。 

 

○秀島和善議員 

 先ほど質疑の内容は48ページのところで申し上げましたので、この内容について説

明お願いします。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 48ページの財産管理費における使用料及び賃借料の中のコリンズ・テクリスｗｅｂ

版の検索システムの使用料の件でございます。 

 コリンズと申しますのは平成６年３月から、テクリスは平成７年４月からスタート

しておりますが、まずコリンズにつきましては公共事業の実績情報システムになりま

す。入札指名願を探すときこちらのほうで検索し、その業者の指名実績情報を調べる

と、テクリスにつきましては業務実績情報システムになります。こちらはどちらかと

いいますと設計等の委託事業、こちらの検索というふうなシステムになっております。

その分のｗｅｂ版の使用料をここで計上させていただいております。 

 以上です。 

 

○小池武敏会計管理者 

 失礼します。ＯＣＲの保守委託料ということで、ＯＣＲにつきましては税金等の納

付書の自動の読み取り装置になってまいります。名前とか金額を読み取って、最終的

には広域圏とつながってますんで、そちらのほうで消し込みを行うといった分の保守

委託料でございます。 

 

○吉岡英允議員 

 ページ数49ページ、お願いいたします。 

 49ページの13節の委託料の件でお伺いします。 

 委託料の合計が2,732万9,000円ございますけども、備考の欄におのおのずっと委託

料を掲げてありますけども、委託料の契約についてお伺いしたいと思いますけども、

随契の契約でされてあるもんか、毎年毎年業者選定して入札制度をとられてあるか、

その辺をお伺いしたいと思います。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 ここにあります契約で随意契約と入札等ということでのお尋ねでございます。それ

ぞれ全部読み上げたらよろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）まず、電気保安に
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つきましては、これは指名競争入札による委託契約で複数年契約を今はしております。

25年からの複数年契約で実施をいたしております。27年度までの３カ年でとりあえず

した契約でございます。 

 次に、空調ですが、空調は年２回の契約で、これは一応随意契約をさせていただい

ております。庁舎建設時の設備事業者のほうが一番詳しいということでの随意契約で

お願いをしているところでございます。これも複数年契約をさせていただいておりま

す。 

 次に、消防でございます。 

 消防につきましては、指名競争入札をいたしまして複数年契約になっております。 

 次に、電話設備でございます。 

 電話設備も入札による契約になっております。 

 それから、機械、器具の設備点検補修でございますが、こちらは指名競争でござい

ます。機械設備、指名競争でございます。 

 それから、施設管理の警備委託、この警備委託も指名競争入札による複数年契約で

ございます。 

 次に、浄化槽でございます。 

 浄化槽につきましても指名競争入札による複数年契約になっております。 

 それから、庁舎の清掃業務です。 

 庁舎の清掃業務も指名競争入札の複数年契約となっております。 

 それから、庁舎の警備委託ですが、警備委託につきましても指名競争入札、複数年

契約になっております。 

 マイクロバスの運転でございます。 

 マイクロバスの運転につきましては、一応個人さんを町内お二人にお願いして、単

価契約ということでさせていただいてる契約でございます。 

 以上でございます。 

 

○吉岡英允議員 

 複数年の指名競争入札と随意契約、２つの言葉が出ましたけども、それの決め事と

いうか、金額でこれぐらいやったらこれしますよという、何か決まり事はあるとです

か。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 先ほどの答弁、間違えておりました。浄化槽については随意契約でございます。指

名と申し上げて申しわけございません。決め事といいますか、その性質によるものと

いうふうに御理解いただければと思っております。例えば、庁舎の管理で建設時から

ずっと引き続き内部をよく知り尽くしているといったところによるものについては随

意契約をとるものもございますが、例えば警備とか業種によって複数業種はいらっし

ゃると、それほど前の管理についての知識、図面があれば設備があればできるといっ

たものについてはなるべく指名競争入札ということで、これらも委託、契約の金額に

よりまして指名委員会に諮る必要がございます。指名委員会の中でこれは随意契約が
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妥当なのか、あるいはこれは指名委員会にかけて当然指名業者、複数年入札が可能で

はないかといった検討をいただいた上で、そしてまた単年ではどうしても割引価格が

少なくなるんではなかろうかと、複数年の契約のほうがより割引が多くないだろうか

といったところも検討いただいた上で、随意契約か指名競争入札かということで対応

をさせていただいております。 

 以上でございます。 

 

○吉岡英允議員 

 わかりましたけども、空調設備が建設当時からというなことで随意契約をやっとる

というふうなことなんですけども、そうしたところによりますと契約を結ぶときにう

ちのほうとしては一緒やなくてよその空調管理会社というか、見積もりというか、決

め事というか、諮ることが何もなかったと思うとです、同じ業者やのに。どっかよそ

に１回庁舎の図面をしてどれぐらいかかるもんかというふうなことでされてあるもん

か、空調はこの会社がいくらかかるということで出されてるか、その点だけ伺います。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 空調設備につきましては、この庁舎、22年１月にできております。その後の保守管

理ということで随意契約されてきたかと思っております。 

 なお、今空調設備につきましては27年から28、29年の３カ年の随意契約中でござい

ます。長期継続での契約になっております。その後につきましては、議員がおっしゃ

るように、現状の保守業者が妥当なのかも、一般入札のほう、指名競争入札が妥当か

ということは、また次の契約時には考えていかなければいけないかと思っております。 

 以上でございます。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○久原久男議員 

 49ページの12節の自動車車検手数料というふうなのがありますが、この件について

どこまでが手数料なのか、多分修理のところとは別だというふうには思いますが、そ

の辺の説明をお願いします。 

 それから、自賠責の責任保険料、任意の共済の保険料、この分が自賠責は無事故と

かいろいろ関係なく、任意保険料は無事故だったら安くなるというふうなことがござ

いますが、この件については。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 自動車の車検手数料ですが、これはあくまで車検の係る費用、重量税とか手数料と

か、そういったもので、修繕費はまたタイヤの交換が必要とかといった場合は修繕費

で計上になります。車検につきましては自動車整備組合のほうにお願いして、車検を

随時公用車についてしていただいてるというふうな状況でございます。 
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 なお、その下の自動車賠償責任保険ですが、これは市町村の賠償をする組合のほう

にかかっておりまして、それの掛金の公用車分がこちらに計上しております。 

 以上でございます。 

 

○久原久男議員 

 任意共済のほうの掛金が無事故の場合は安くなっているのかということもお聞きし

ましたが、その件については。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 市町村が語っております保険につきまして、無事故だから安くなるということはご

ざいません。定額掛金でございます。 

 以上でございます。 

 

○久原久男議員 

 掛金というのはもうずっと変わらんと、そういうふうな考え方でいいわけですか。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 事故件数等が余りにふえて保険会社からの値上げがない限りはほとんど変わらない

と、物価上昇等の値上げはあるかと思いますが、市町村のほうで、県下で語ってる保

険ということで町のほうもかたっております。 

 以上でございます。 

 

○白武 悟議長 

 ほかにありませんか。 

 

○溝口 誠議員 

 56ページ、19節のコミュニティタクシー運行補助金についてです。 

 説明資料は７ページでございますけども、予約制のエコカーは１日平均４名程度と

いうことでありましたけれども、前年度との利用の度合いはいかがでしたでしょうか。

そしてまた、事業の効果ということで交通体系の整備充実を図ることができたという

ことで、利用者の声はどういう声があったでしょうか。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 利用者の前年度の比較ですが、手元に今数字持ち合わせておりません。後でもって

お答えしたいと思います。 

 利用者の声ということですが、本年議会中ですけども運営のための協議会も開く準

備を進めております。病院等が新しくできたとか、そういった事情も変わってきてる

部分もございますので、毎年できましたら見直し、御意見の整理がなるべくできるよ

うに進めていかなければならないと思っておりますが、まだことし開催できておりま

せん。ただいま準備中でございます。要望に応えられるよう進めていきたいと思って
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おります。 

 以上でございます。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○秀島和善議員 

 最初の50ページです。 

 25節の積立金です。備考欄に歳計剰余積立金として括弧して財政調整積立基金２億

1,857万8,000円ということで書いてありますけれども、この基金の積み立てていく基

準額や毎年考え方など、どのように規定をされているのかお尋ねしたいと思います。 

 ２点目に、51ページです。 

 51ページの19節の負担金のところですけれども、備考欄にオイスカ負担金として４

万円とあります。この内容の説明をお願いします。 

 以上です。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 まず、１点目の財政調整積立基金でございますが、本年度も９月補正で出しており

ますが、実質収支繰越額の２分の１を下らない額を積み立てるということで、財政調

整基金の条例のほうに明記してございますので、最低限その分は積みたいというふう

に考えております。 

 また、その年度の中で変動してもあります。そういった財源がほかに出てくるとか

といった場合は、財政調整基金なりほかの公共施設基金なり、それぞれの基金に目的

基金のほうにも積んでいきたいということで、財政が硬直しないような基金積み立て

は今後も進めていきたいというふうに考えております。 

 ２点目のオイスカの負担金でございます。 

 手元の資料を今探し切っておりませんが、オイスカ海外協力隊の負担金だったかと

思います。27年度ではこの負担金を支出したということになっております。団体の詳

細につきましては、資料を今探し中でございますが、海外協力のための負担金という

ふうに理解しております。 

 以上でございます。 

 

○秀島和善議員 

 関連ですけれども、財政調整積立基金は27年度の決算額の積み立てをした上で、総

額現在どれだけの金額になっているのか、質問いたしたいと思います。 

 もう一点はオイスカ負担金ですけれども、現在海外協力隊員で派遣されている職員

はいるのでしょうか。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 １点目の財政調整基金の27年度末残高でございます。 
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 これにつきましては、決算書の214ページをお願いしたいと思います。 

 決算書の214ページ、27年度末現在高、26年度末現在高に増減△１億3,773万

4,172円がございまして、27年度末現在高が25億4,179万2,910円が27年度末現在高の

残高でございます。 

 また、オイスカの件でございますが、オイスカについて本町からは派遣されていら

っしゃる方はいないというふうな認識でおります。 

 以上でございます。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○草場祥則議員 

 決算書の51ページ、委託料です。 

 スカイパークふれあい郷の委託料、もう少し説明をお願いします。繰り越しが

700万円というなことになっておりますけど、それと金額の決め方。私が言いたいの

は、この金額決まっとるけんもう例年この金額でいますというふうなことか、努力し

て減らしていくというふうなこととか、いろいろそこら辺のことをお願いします。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 ふれあい郷の管理委託料7,875万円でございますが、これについては毎年精算とい

う形でさせていただいてるというふうな認識をしております。詳細についての資料は

今手元に持ち合わせておりません。後もってお答えしたいと思います。 

 以上でございます。 

 

○草場祥則議員 

 調べてしもうた後のその計算。（「精査です」と呼ぶ者あり）精査、実績で。予算

というのはどういうふうに立てるわけですか、それじゃあ。これはもう大体決まっと

るわけですか、委託料というのは初めから１億円なら１億円やりますかというなこと

の決め方ですか。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 ふれあい郷へ出す委託料、人件費等、それから電気、水道、ほういったものの積算

基礎のもとに予算を定めて委託料を出していると、そして実績に基づいてかからなか

った経費については戻していただくといった、精算という意味の精算でございます。

詳細は、資料を今準備中でございます。 

 

○草場祥則議員 

 非常に心配してますので、そういうふうにして委託料も決まっとるけんが、この予

算どんなふうに使おうかというふうな、そういうふうなところまでチェックしてもら

って、なるだけシビアにいってもらうように、ひとつよろしくお願いします。 



- 42 - 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 済みません。コミュニティタクシーの前年度の比較という御質問を保留しておりま

して、26年度の利用者数、イコカーと予約制で26年は１万2,775人という人数でござ

いました。27年度はお手元の資料で上げてたと思いますが、１万3,314人ですので、

前年度より539人利用者はふえたということでなっております。 

 以上でございます。 

 もう一点、オイスカについての説明不足がありましたので御説明いたします。 

 オイスカ佐賀県推進協議会という規約もございます。目的としましては、この会は

オイスカの事業を支援し協力するとともに、地域内における会員相互の連携を密にし

オイスカ活動に寄与することを目的ということで、オイスカ佐賀が実施したところで

はフィリピン、スリランカ、マレーシア等に植林をしたとかといった事業報告が本町

のほうにも事業活動報告として来ております。 

 以上でございます。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がないようですので、次にページ数60ページの徴税費から62ページの戸籍住民

基本台帳の前の賦課徴収費まで及びページ数64ページの選挙費から67ページの監査委

員費まで質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がないようですので、次にページ数123ページの消防費から127ページの防災費

まで及び153ページの公債費から154ページの実質収支に関する調書まで質疑ありませ

んか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がないようですので、これで決算の認定について総務部門の質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

14時07分 休憩 

14時20分 再開 

○白武 悟議長 

 会議を再開します。 

 

○井﨑直樹企画財政課長 

 草場議員さんからそのときに御質問ありました保険で答弁が漏れておりますので、

補足で御説明いたします。 

 ふれあい郷管理費でございますが、平成23年から27年までを指定管理者として委託
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しております。また、工事等が別にあった場合には別途予算を計上し町のほうで工事

を実施することにしております。 

 また、委託料の支払いにつきまして４期で支払っておりますが、４期目で精算とい

う意味合いを含めて、その額が決まっているからということではなくて、その執行状

況によって４期目の調整を図りながら支払いをしてるところでございます。 

 以上でございます。 

 

日程第４ 

○白武 悟議長 

 日程第４、議案第57号「平成28年度白石町一般会計補正予算（第３号）」の総務部

門を議題とします。 

 これより質疑を行います。 

 なお、質疑の際は、補正予算書の何ページ、補正予算説明資料の何ページとはっき

りお示しください。 

 まず初めに、１ページから歳入16ページまでの総務部門について質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がないようですので、次に歳出に入ります。 

 17ページから最終の44ページまでの総務部門について質疑ありませんか。 

 

○秀島和善議員 

 １点だけお尋ねします。 

 説明資料の13ページです。 

 会計管理費ということで、一般財源として178万4,000円計上してありますけれども、

担当課より７月31日付で274枚のカードが発行されているということでしたけれども、

そうじゃないんですね。617枚のカードが発行されて274枚窓口に持ってるということ

の説明がありましたけれども、178万4,000円というものはこの枚数を発行するために

支出した予算だったんでしょうか。 

 

○小池武敏会計管理者 

 住民課のほうで管理をしておりますマイナンバーにつきましては、本人さんから申

請があってマイナンバーを交付するといったところだと思いますが、会計管理費で今

回お願いしておりますのが、税務署へ源泉徴収票を提出する際に28年分から個人番号

を入れることとなっております。その個人番号を管理する、入力するためのシステム

を今回お願いするということで番号カードの発行とは全然違いますんで、その点よろ

しくお願いします。 

 

○白武 悟議長 

 ほかに質疑ありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑がないようですので、これで補正予算について総務部門の質疑を終わります。 
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 以上で本日の議事日程は終了しました。 

 あすも議案審議となっています。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 

14時25分 散会 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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